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夜勤労働者への負担増

夜勤規制で働き続けられる職場づくりを

日本医労連「２０２１年度夜勤実態調査」は、３５７施
設の結果をまとめることができました。１年以上続
くコロナ禍の中で、２交替長時間夜勤実施の職場が
過去最多となりました。また、極端に短い勤務間隔
で日勤と夜勤を繰り返しながら勤務に従事している
職員が非常に多く、劣悪な労働環境が続いている結
果となりました。

２００６年以降「２交替」長時間夜勤を実施する病棟
が増え続け、今回の調査では４４．０％と過去最多とな
りました。さらには「２交替」職場のうち半数以上
の病棟、５割以上の看護職員・看護要員が、心身へ
の有害性が非常に高い１６時間以上の長時間夜勤を
行っています。夜勤回数は２交替で「月４．５回以上」
が４割超、ＩＣＵ・ＣＣＵ等では６割以上となって
おり、ますます職員への負担が大きくなっています。
それが退職につながり、夜勤稼働人員不足で夜勤専
門看護師を導入するなど負のスパイラルに陥ってい
ます。
２０１８年に「勤務間インターバル」制度導入が企業
の努力義務となり、２０２１年には、制度の周知や導入
に関する数値目標が定められました。しかし、イン
ターバル協定があるとの回答は１４．５％にとどまって
おり、勤務間隔「８時間未満」が４１．７％、「８時間
以上１２時間未満」が１１．６％と、ＩＬＯ（国際労働機

関）第１５７号勧告の基準を満たさない「１２時間未満」
の短い勤務間隔がいまだに５割以上となっており、
健康で働き続けられる職場環境とはなっていませ
ん。

「２交替」長時間夜勤導入職場の増加、夜勤専門
看護師の増加、人事院判定の夜勤回数が守られない
背景には人員不足があります。コロナ禍による医療
体制のひっ迫で、政府も看護師不足を認めることと
なりましたが、いまだに増員の具体策は何も示され
ていません。今の日本の医療は、看護師等医療従事
者の犠牲の上に成り立っていると言っても過言では
ありません。このような状態が続けば、職員は疲れ
切って、医療現場から去って行くことになってしま
います。医師や看護師がいなければ医療・看護を提
供することはできません。
災害や新興・再興感染症の拡大など不測の事態と
なっても、誰でも、どこでも、いつでも必要な医療
が受けられる医療体制を構築するためにも、看護師
を増員し、働き続けられる職場環境としなくてはな
りません。そのためにも日本医労連はこの調査等を
活用し、医療・社会保障の充実と、人員体制や夜勤
回数の法制化、勤務間インターバル制度を実効性の
あるものにするため、引き続き皆さんとともに奮闘
していきます。

ささき えつこ

佐々木 悦子
日本医労連中央執行委員長
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夜勤実態調査にあたって
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改善みられず
過酷さを増す夜勤実態

「２交替のほうがまだまし」
に甘んじない

まん

前年度につづき、新型コロナウイルス感染症が蔓
えん

延する中での調査となりました。第４波から第５波
のまっただ中で、調査を実施し結果をまとめてくだ
さった関係各位、ならびに貴重な回答をお寄せくだ
さった看護職員の皆様に、まずは心から謝意を表し
ます。

調査結果からは、看護職員の夜勤実態が、過酷さ
を増していることが明らかになった。
月平均の夜勤回数は、「３交替」で７．６２日（前年
度７．５３日。以下すべて（ ）内は前年度値）、「２
交替」で４．１４回（４．１１回）といずれも微増である。
３交替では、看護師確保法・基本指針に抵触する
「９日以上」の夜勤を行っている看護職員が２５．１％
（２４．８％）。２交替は「４．５回以上」が４０．１％（３５．６％）
で、「５．５回以上」も１４．０％（１１．６％）となってい
る。３交替夜勤・月８回以内という１９６５年の「ニッ
パチ人事院判定」は、６０年を超えてなお達成されて
いない。
夜勤回数は増えたが、夜勤人数は前年度とほぼ変

わっていない。３交替での「３人以上」は、「準夜勤」
７４．１％（７４．２％）、「深夜勤」６９．７％（６９．５％）。

２交替の「３人以上」は８３．６％（８４．０％）である。
つまり、何とか人員を増やしてはいるが、夜勤の
増加分に吸収されてしまっている。結局、勤務帯で
の人員は増えず、回数だけが増している。特に「Ｉ
ＣＵ・ＣＣＵ等」では、夜勤回数の多さが突出して
おり、コロナ禍の影響もあってより過酷さが増して
いることがうかがえる。
見逃せないのは、「２交替」病棟の割合が、４４．０％
（４２．７％）と過去最多となり、そのうち５割を超え
る病棟で、「１６時間以上の長時間夜勤」が続けられ
ていることである。長時間夜勤の心身への有害性の
強さや、医療安全面でのリスクは、これまでも繰り
返し指摘されてきた。夜勤や交替勤務による日内リ
ズムの乱れは、医療従事者に多数存在する特徴的な
健康課題であり（相澤・和田、２０１３）、これによる
ストレスだけを取り上げてみても、看護職はハイリ
スクな職種である（渡井、２０１８）。
労働者の健康と医療安全のために、長時間夜勤に
対する労働時間規制と夜勤日数の制限は不可欠であ
る。にもかかかわらず、なぜ改善が進まないのであ
ろうか？

２０２１年のある学会で、２交替制導入前後のバーン
アウトや職務満足度を比較した結果、２交替制導入
後の職務満足度のほうが有意に高かったという報告
がされていた（武藤ら、２０２１）。長時間夜勤の害を
いくら呼びかけても、こうした調査結果や現場の声
を今なお耳にする。２交替のほうが今の３交替「よ
りまし」「まだまし」というのが多くの実感だから
だ。
３交替が嫌われる第一の理由は、交替そのもので
ある。シフト３個の３交替はシフト２個の２交替よ
りも、通勤や申し送り、さらに心理面での切り替え

調査結果を手に、
ひとりひとりが良い看護の実現を訴えよう

はやし ちふゆ

林 千冬
神戸市看護大学教授

特別
寄稿
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１２時間夜勤では
「長日勤」の負担軽減が課題

インターバルの重要性を
可視化しよう

等にかかる時間がどうしても増える。今回の調査結
果で、シフト数が３個であるとの回答は「３交替」
では「正循環」が６１．４％（４２．８％）と増加し、「正
循環以外」の２８．２％（４０．０％）を大きく上回った。
この傾向は、健康リスク低減の面からは間違いなく
望ましい。ただ、労働時間を減らさず正循環のみを
目指すと、「休みの深夜入り」という社会心理的に
問題の大きいシフトが増えてしまう。さらに、３交
替の場合、超過勤務は勤務間インターバルの短縮化
に直結し、「ほとんど仮眠できずに深夜入り」とい
うことになる。これらのデメリットと比較すると、
たとえ長時間夜勤でも２交替のほうが「まだまし」
なのである。
こうした実感を否定はできない。長時間２交替の

ほうが「まだまし」と受容してしまわないために
は、何よりも労働時間の短縮と人員増による、「ゆ
とりある３交替」の実現が不可欠である。

１６時間を超える長時間夜勤の２交替（以下、１６時
間夜勤）の害は言い尽くされている。では、１２時間
夜勤の２交替（以下、１２時間夜勤）はどうであろう
か。
１２時間夜勤を導入している病院において、それ以
外の勤務経験のある病棟看護職員１７５人を対象に行
われた調査がある。結果では、既婚、同居者ありの
看護師ほど現勤務体制への満足度が高く、満足度が
高い者ほど私生活の充実感も高かった。そして対象
者の９割以上が、以前の３交替や１６時間夜勤には戻
りたくないと回答し、１２時間２交替を支持している
ことが明らかになった（灘波ら、２０１５）。
同じ病院で１６時間夜勤を継続した病棟と１３時間夜

勤に変更した病棟とを比較した調査もある。この結
果では、１３時間夜勤に変更した病棟の看護師のほう
が、主観的な心の健康度が増加し、身体的疲労感の
客観的指標とされる物質が抑制され、主観的疲労感
も軽減し、さらに夜勤前後の過ごし方に余裕を感じ
ていることも明らかになっていた（中村、２０２０）。
ただし、１２時間２交替の看護師の睡眠状態と眠気

・疲労の特徴を調べた別の調査では、日勤中と夜勤
中には疲労感と眠気は変化しなかったが、１２時間夜

勤につきものの「長日勤」（１２+α時間の日勤）に
おいて、勤務の終わりにかけて疲労感と眠気が直線
的に増加するという結果も見られた。一般に、夜勤
帯より日勤帯のほうが多忙なのだから、長日勤の負
担が大きいことは自明である。
すなわち、１２時間夜勤は、１６時間夜勤に比べれば

よいが、高負担の長日勤をどうするかという問題が
残る。人員増と業務改善で日勤の業務量を軽減する
か、シフトを増やし「ゆとりある３交替」をめざす
か、それぞれの職場での検討が必要だ。

ＩＬＯ看護師条約第１５７号勧告において「交替時
間と次の交替時間との間に少なくとも１２時間の継続
する休息期間を享受すべきである」と述べられたの
は、半世紀近く前の１９７７年である。今回の調査結果
において、インターバルすなわち最も短い勤務間隔
（勤務から次の勤務までの間隔）を、｢１２時間未満｣
と答えたのは半数強の５３．３％（５６．２％）であり、
「１６時間以上」はわずか３．６％（３．９％）だった。
加えて、たとえ夜勤と夜勤の間のインターバルを
長くしても、女性が大半の看護職、特に既婚者で
は、その時間を家事・育児にあててしまうため睡眠
時間の確保に繋がらないという指摘もある（渡井、
２０１８）。今後、インターバルの長さが睡眠時間確保
とどう関連しているかを把握することも必要であろ
う。
いうまでもなく、十分なインターバルは、ＷＬＢ
（ワーク・ライフ・バランス）すなわち、仕事役割
と家庭役割の両立のためにも必須である。両者の葛
藤に伴うストレス状態は、ＷＦＣ（ワーク・ファミ
リー・コンフリクト）として測定することができる
（渡井、２０１８）。インターバルの確保がＷＦＣの改
善にどう寄与するかを明らかにし、その重要性を可
視化していくことも有用であろう。
なお、インターバルに関しては、「働き方改革関
連法」により、勤務間インターバル制度の導入が事
業主の努力義務として規定されたものの、インター
バル協定を締結しているところは１４．５％（１３．２％）
とまだまだ少ないという結果であった。労働組合と
して導入を要求していくことはもちろん、看護管理

４ 医療労働



夜勤負担が良い看護を
阻害することを訴えよう

者が、職員の待遇改善のために法制度を理解し活用
できるよう、労働組合の情宣や学習活動などが後押
しになることを期待したい。

過重労働は仕事への意欲を低下させ、離職などの
経営課題に繋がる（渡井、２０１８）。医療従事者の健
康と安全を守ることは、訴訟や事故など病院の経営
リスク対策であり、かつ患者さんにも安心・安全な
医療を提供するために必要である。そのために、病
院内の産業保健をある程度独立した形で確立し、
「産業保健活動の体制づくり」を確実に推進するこ
とも必要である（相澤・和田、２０１３）。
何より重要なのは、過重な夜勤負担が、明らかに

良い看護を阻害するということ。逆に言えば、医療
・看護の利用者に、良い看護を提供するために、夜
勤交替制勤務の改善が不可欠であると訴え続けてい
くことだ。
疲労や睡眠不足が、作業能力に悪影響を及ぼし、

医療過誤リスクを高めることは経験的にもよくわか
る。健常者を対象に夜間断眠を行い、眠気と気分、
高次認知機能（作業記憶や注意力や認知の柔軟性）
の回復過程を調べた研究がある。この結果では、主
観的な眠気は１晩（７時間）の通常睡眠で回復する
ものの、疲労や混乱感、緊張や不安、ならびに高次
認知機能は回復に２晩以上もの通常睡眠を要するこ
とが明らかにされている（池上ら、２０１０）。
それだけではない。看護は観察で始まり、観察で

終わる。良い看護とは患者の身体的・精神的なわず
かな変化を察知した、きめ細かな対応である。特に
精神的支援においては、患者の表情から感情を的確
に認知する能力が重要である。
しかし、睡眠不足状態では「幸せそうにしていて

も、幸せそうと感じず」「怒っていても、怒ってい
るとは感じない」というように快・不快の感情を受
け取る感受性が低下するという研究報告がある
（van der Helm，Gujar，&Walker，２０１０）。また、交
替制勤務に従事する介護労働者を対象とした研究で
は、夜勤後が日勤後と比べて「嫌悪」の表情の表情
認知低下を認めたとの報告（久保ら，２０１５）もある
し、逆に、夜勤後のほうが「怒り」「嫌悪」の表情

認知が敏感になっているという報告（前川ら、
２０２０）もある。さらに、看護師が声を出して笑う頻
度は、１カ月の勤務日数が長いほど、仕事の量的負
担、質的負担が高いほど、低くなるという報告もあ
る（井奈波ら、２０１７）。

＊
きめ細かに患者を看て、豊かな感受性と明るさを
もって接する看護師――誰もが、そんな看護師に看
護を受けたいと望むだろう。けれどそのためには、
交替制勤務の改善が必要であり、人員増が不可欠な
のだと、さまざまなエビデンスをもって広く社会に
訴えていくことが、今後ますます必要となってく
る。
まずは手始めに、今回の調査結果を手に、ひとり
ひとりが周囲の誰かに語りかけてみよう。
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概 要

「２交替」職場では５割を超える病棟で、心身に与える有害性が非常に強い「１６時間以
上の長時間夜勤」となっている

看護師確保法・基本指針に抵触する夜勤日数「月９日以上（２交替では月４．５回以
上）」は、「３交替」２割強、「２交替」４割超。特にＩＣＵ（集中治療室）・ＣＣＵ
（冠疾患集中治療室）等では、「３交替」約４割、「２交替」６割超で回数オーバーの
突出が続いている

「３交替」５０床当たりの平均看護職員数は、「正循環」３７．０人、「正循環以外」２９．７人

夜勤協定「有」は７割弱にとどまり、３割以上で夜勤のルールが野放し状態

勤務と勤務の間の時間が極端に短く、疲労が回復しない「８時間未満」の勤務間隔が
４１．７％。インターバル協定「有」は１割強で、多くのところで協定未締結

日本医療労働組合連合会（佐々木悦子中央執行委員長・１７万２３４人）は、「２０２１年度夜勤実態
調査」を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で把

握するため毎年実施しているものです。２０２１年６月の勤務実績（３５７施設・２，７２９職場・看護職員９７，６４６人、
看護要員１１９，９４９人分）の調査結果がまとまりましたので報告致します。
※以下（ ）内数字は２０２０年度結果

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、４４．０％（４２．７％）と昨年より増加し、過
去最多となった。「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」職場のうち、病棟数の５２．７％（５２．５％）、
看護職員数の５２．１％（５１．５％）。長時間夜勤における安全面と健康面でのリスクは海外の研究から
も明らかになっている。安全に健康に働き続けるには、長時間夜勤に対する労働時間規制と夜勤日
数の制限が必要であり、現状の改善が急がれる。

・「３交替」の平均夜勤日数は７．６２日（７．５３日）。「月９日以上」は２５．１％（２４．８％）。
・「２交替」の平均夜勤回数は４．１４回（４．１１回）。「月４．５回以上」は４０．１％（３５．６％）。
・重篤・重症の急性期患者を看る「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」では「３交替」３８．２％（３７．７％）「２交替」６１．２％
（５７．７％）ともに回数オーバーが突出しており深刻な実態が続いている。

・心身の負担が少ない「正循環」は「正循環以外」より、５０床当たりの看護職員数が７人多く配置さ
れている。健康に働き続けるには、看護職員の増員が必要不可欠である。

・夜勤協定の有無は「有」６５．７％（７１．４％）、「無」３４．３％（２８．６％）と、３割以上の施設で夜勤に関
するルールがない実態は非常に深刻である。早急に夜勤協定締結に向けての議論を開始し、長時間夜
勤の規制と夜勤日数の制限など、安全面と健康面に配慮した協定締結が急がれる。

・「８時間未満」と極端に短い勤務間隔は昨年同様、４割にも及んでいる。ILO（国際労働機関）第
１５７号勧告の基準を満たさない、勤務間隔「１２時間未満」は５３．３％（５６．２％）と変わらず高く、依
然として、過酷な労働環境の中で日勤と夜勤を繰り返しながら勤務に従事している看護職員が非常
に多い。

・インターバル協定は「有」１４．５％（１３．２％）。「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル制
度の導入が事業主の努力義務として規定されたものの、インターバル協定を締結しているところは
まだまだ少ない。安全に健康に働き続けるためにも、インターバル協定の締結が急がれる。

２０２１年度
夜勤実態調査結果

６ 医療労働



調査施設分類

36.2%

22.2% 41.6%

混合施設
（夜勤の形態①～⑤の混合）

３交替制のみの施設
（夜勤の形態①②）

２交替制のみの施設
（夜勤の形態④⑤）

Ⅰ 調査概要

（１）調査の目的

（２）調査時期

（３）調査対象

（４）調査方法と集計方法

（５）集約の結果

Ⅱ 入院部門の調査結果

（１）施設数、病棟数、病床数、看護職員数

（２）夜勤形態別・施設数

（３）夜勤形態別の職場数

（４）夜勤形態別の病床数

（５）夜勤形態別の看護職員数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、増員・夜勤改善・労働時間規制
など働き続けられる職場づくりに活用する。

２０２１年６月～９月末。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある

医療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０２１年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収集計した。

回収数は、３５７施設（３９１施設）、２，７２９職場（２，９０９
職場）、看護職員９７，６４６人（１０３，２２５人）、看護要員
１１９，９４９人（１２４，２６３人）を集約した。

３５６施設、２，５５９病棟、１０４，４３２病床、看護職員７２，４８４
人、看護要員８２，７８８人の調査結果となった。

「３交替」のみが１４８施設４１．６％（１７４施設４４．５％）、
「２交替」のみが７９施設２２．２％（９３施設２３．８％）、３
交替と２交替の勤務が混在する「混合」が１２９施設
３６．２％（１２４施設３１．７％）だった。

「３交替」１，３３６職場５２．２％（１，４９８職場５４．５％）、
「２交替」１，００２職場３９．２％（１，０７０職場３９．０％）、「混
合」２２１職場８．６％（１７９職場６．５％）だった。

「３交替」が５６，３０８床５３．９％（６３，３２２床５６．４％）、
「２交替」が３８，３４１床３６．７％（４１，５６４床３７．０％）、「混
合」が９，７８３床９．４％（７，４１６床６．６％）だった。

「３交替」は看護職員３６，９７７人５１．０％（４１，９６５人
５４．１％）、看護要員４２，７５０人５１．６％（４８，２７９人５４．４）。
「２交替」は看 護 職 員２８，７１２人３９．６％（３０，３６５人
３９．１％）、看護要員３２，３５８人３９．１％（３４，３８７人３８．８％）。
「混合」は看護職員６，７９５人９．４％（５，２４６人６．８％）、
看護要員７，６８０人９．３％（６，０１４人６．８％）だった。

＊（ ）内数字は２０２０年度結果

結果
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２交替病棟の16時間以上の経年推移

（６）夜勤形態別の職場数経年推移
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２交替病棟の経年推移

（７）看護職員の配置

（人）

看護職員

看護要員

（3交替）

15

20

25

30

35

40

1988 2018 2021（年）201520122009200620032000199719941991

38.438.4

33.133.1

50床当たり看護職員数の経年推移

（人）
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50床当たり看護職員数の経年推移

「２交替」職場のうち、病棟数の５２．７％（５２．５％）、
病床数の５３．２％（５３．５％）、看護職員数の５２．１％
（５１．５％）、看護要員数の５３．０％（５２．４％）で「１６
時間以上」の長時間夜勤を行っている。

２００６年以降、「２交替」長時間夜勤が増え、「２交
替」病棟の割合は年々増加し、今回の調査では４４．０％
（４２．７％）と、過去最多となった。

「３交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３３．１

人（３３．４人）、看護要員数は３８．２人（３８．４人）だった。
看護職員数の経年推移をみると、増加傾向にあった
が、２０１９年度を最高に減少している。看護要員数も、
２０１０年診療報酬改定における「急性期看護補助加算」
の新設や、その後も診療報酬上での評価により増加
していたが、２０１９年度以降減少している。
「３交替（正循環）」の看護職員数は５０床当たり
平均３７．０人（３６．６人）、看護要員数は４１．７人（４２．１
人）だった。「３交替（正循環以外）」の看護職員
数は５０床当たり平均２９．７人（３１．４人）、看護要員数
は３５．０人（３６．１人）だった。

「２交替」職場の看護職員数は５０床当たり平均３６．９
人（３６．４人）、看護要員数は４１．６人（４１．２人）だっ
た。経年推移をみると、看護職員数・看護要員数と
もにここ数年は増加傾向にあり、今回の調査結果で
は過去最多となった。

看護職員以外に占める正職員以外の割合では、「３
交替」で５８．３％（５７．２％）、「２交替」で６１．９％（５７．３％）
だった。
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（８）「３交替」の夜勤実態
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平均夜勤日数は７．６２日（７．５３日）だった。
また、「正循環」と「正循環以外」でみると「３

交替（正循環）」７．６５日（７．６６日）、「３交替（正循
環以外）」７．４０日（７．４７日）だった。

１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看
護職員は７４．９％（７５．１％）で、経年推移でみると悪
化傾向にある。看護師確保法・基本指針に抵触する
「９日以上」の夜勤を行っている看護職員は２５．１％
（２４．８％）おり、依然として２割を超える看護職員
が「９日以上」の夜勤に従事している。特に「ＩＣ
Ｕ・ＣＣＵ等」では「９日以上」３８．２％（３７．７％）
と回数オーバーの突出が続いており、「急性期一般」
３２．６％（３１．２％）、「地域包括ケア」２９．１％（２７．３％）、
「回復期リハ」２７．０％（３１．３％）も多かった。
夜勤体制をみると「３人以上」は、「準夜勤」７４．１％
（７４．２％）、「深夜勤」６９．７％（６９．５％）。入院基
本料「７対１」が新設され、看護師の配置数が増加
し始めた２００６年以降は、「準夜勤」「深夜勤」ともに
「３人以上」の割合が増え、現在はその割合が維持
されている。一方、安全上も問題の大きい「１人夜
勤」は、「準夜勤」２．４％（２．１％）、「深夜勤」２．１％
（１．９％）だった。

結果
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平均夜勤回数は４．１４回（４．１１回）だった。平均夜
勤回数の経年比較では、２０１０年以降、平均４回を超
える結果が続いている。

１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は５９．９％（６４．４％）と悪化した。「４．５回以上」
４０．１％（３５．６％）、「５．５回以上」１４．０％（１１．６％）だっ
た。「３交替」同様、「ＩＣＵ・ＣＣＵ等」は「４．５
回以上」６１．２％（５７．７％）と回数オーバーの突出が
続いている。
「１６時間未満」と「１６時間以上」の平均夜勤回数
の比較では「１６時間未満」が４．２５回（４．１０回）、「１６
時間以上」は４．０１回（３．９８回）だった。
夜勤体制をみると「３人以上」は８３．６％（８４．０％）。

２００６年以降、夜勤体制の改善がすすみ、２０１３年以降
は「３人以上」が７０％を超え、２０１５年以降は８０％を
超える結果で維持されている。「２交替」という長

１０ 医療労働
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（１４）妊産婦数・休業者数など

時間夜勤の中で、「１人夜勤」が１．１％（１．３％）あ
ることは、２０２０年度以降改善はしているものの、深
刻な問題であることに変わりはない。

夜勤専門看護師（対看護職員）は、「３交替」０．９％
（０．３％）、「混合」１．８％（１．２％）、「２交替１６時間未
満」で０．９％（０．７％）、「２交替１６時間以上」１．０％
（１．１％）、全体で１．０％（０．６％）とだった。
夜勤専門看護師の有無（対病棟）では、「３交替」

９．１％（６．１％）、「混合」２７．１％（２０．７％）、「２交
替１６時間未満」１６．５％（１５．０％）、「２交替１６時間以
上」１８．０％（１８．９％）、全体で１３．８％（１１．３％）だった。
夜勤専門看護師の配置が増えており、特に「混合」
では急激に増えている。夜勤人員の不足が続くなか
で、夜勤専門看護師に頼らなければ夜勤体制の維持
・管理ができない状況が推察できる。

２００７年の国会請願採択「看護職員の配置基準を夜
勤は患者１０人に看護師１人以上」を基本としてみる
と、３交替「準夜勤」の「３０～３９床・３人配置以上」
６１．６％（５５．９％）、「４０～４９床・４人以上配置」２１．６％
（２１．４％）。３交替「深夜勤」の「３０～３９床・３人
配置以上」５９．０％（５２．２％）、「４０～４９床・４人以
上配置」１４．２％（１２．３％）。「２交替」の「３０～３９
床・３人配置以上」８０．８％（７９．０％）、「４０～４９床
・４人以上配置」３１．４％（２９．２％）。病床数が多い
ほど、夜勤配置人数が不足している傾向にある。

「３交替」でシフト３個と回答したのは「正循環」
６１．４％（４２．８％）、「正循環以外」２８．２％（４０．０％）。
「２交替」でシフトが２個と回答したのは「１６時間
未満」１０．８％（７．８％）、「１６時間以上」２８．０％（２５．７％）
だった。
最大シフト数は、「３交替（正循環）」１８個、「３
交替（正循環以外）」１９個、「２交替（１６時間未満）」
２２個、「２交替（１６時間以上）」１５個だった。
人手不足を補うために、時差勤務でシフト数を増
やし、必要な時間帯に看護師等を数名増やしながら
体制の維持・管理をしていることが推測できる。

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務までの間
隔）は、「８時間未満」４１．７％（４１．５％）、「８時間
以上１２時間未満」１１．６％（１４．７％）、「１２時間以上１６
時間未満」４３．１％（３９．９％）だった。
ILO第１５７号勧告の基準を満たさない「１２時間未

満」の短い勤務間隔は５３．３％（５６．２％）と高く、
勤務間隔「１６時間以上」は、わずか３．６％（３．９％）
だった。

看護職員では妊娠者１．４％（１．３％）、産休者１．２％
（１．１％）、育休者３．５％（３．５％）。育児短時間取得は
３．７％（３．５％）、長期の病欠者は０．６％（０．６％）だっ
た。

結果

医療労働 １１



無34.3%

有
65.7%

夜勤協定の有無

Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

（１）外来

（２）手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

（１）夜勤協定の状況 （２）インターバル協定の有無

有効回答数は１２３職場で、「３交替」３３職場２６．８％
（２２．６％）、「混合」５職場４．１％（５．５％）、「２交
替（１６時間未満）」１５職場１２．２％（１６．４％）、「２
交替（１６時間以上）」３７職場３０．１％（２６．６％）、「当
直・２交替」４職場３．３％（６．２％）、「当直」２９職
場２３．６％（２２．７％）だった。
夜勤回数は、「３交替」８日以内７８．４％（７９．２％）、

「２交替（１６時間未満）」４回以内８５．４％（７５．２％）、
「２交替（１６時間以上）」４回以内７４．３％（８７．５％）、
「当直・２交替」４回以内９８．２％（９１．２％）、「当直」
の４回以内９８．５％（９７．２％）だった。
平均夜勤回数は、「３交替（正循環）」７．０９日（７．３１
日）、「３交替（正循環以外）」６．２６日（６．５３日）、
「混合」５．８６回（４．５３回）、「２交替（１６時間未満）」３．４０

回（３．０２回）、「２交替（１６時間以上）」３．２０回（３．４９
回）、「当直・２交替」３．１１回（２．９０回）「当直」４．６１
回（４．６９回）だった。
１人夜勤は、「３交替・準夜勤」で２１．６％（１６．１％）、
「３交替・深夜勤」で３８．９％（３２．３％）、「２交替」で
２２．９％（４３．９％）、「当直」では７１．４％（７５．９％）だ
った。

有効回答数は４３職場で、「３交替」１１．７％（１０．８％）、
「２交替（１６時間未満）」１６．３％（２７．０％）、「２交
替（１６時間以上）」２０．９％（１６．２％）、「当直・２
交替」４．７％（１０．８％）、「当直」３９．５％（３２．４％）。昨
年より「２交替（１６時間以上）」「当直」が増加し
た。

夜勤協定の有無は「有」６５．７％（７１．４％）、
「無」３４．３％（２８．６％）だった。３割以上の施設
で夜勤に関するルールがない実態は非常に深刻で
ある。

インターバル協定が「有」は１４．５％（１３．２％）。
「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル
制度の導入が事業主の努力義務として規定されたも
のの、インターバル協定を締結しているところはま
だまだ少ない状況である。
インターバル協定の勤務間隔では、「１２時間以上」
が７８．０％（７７．８％）と多く、「１２時間未満」は２１．９％
（２２．２％）だった。
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Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善に向けて

人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学的にも明
らかになっています。健康リスクとしては、短期的には慢性疲労や感情障害、中期的には循環器疾患や糖
尿病、長期的には発がん性（乳がん、前立腺がん）が指摘され、安全面においても、夜勤や長時間労働の
作業は、酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると指摘されています。さらに、勤務シフトの数が十数種
類にも及ぶ、非常に不規則な勤務環境が負担をより増大させています。
しかしながら、医療機関では、夜勤・交替制勤務は避けられません。よって、長時間に及ぶ夜勤や短す

ぎる勤務間隔については、その改善や規制が強く求められます。諸外国では、ILO（国際労働機関）「夜
業条約（第１７１号）」やEU（欧州連合）の「労働時間指令」などに基づいた規制が行われ、「有害業務」
である夜間勤務から労働者の健康と生活を保護しています。ILO「看護職員の雇用と労働および生活条件
に関する勧告（第１５７号）」では、「１日の労働時間は８時間以内」「時間外を含めても１２時間以内」「勤務
と勤務の間に少なくとも連続１２時間以上の休息期間を与えなければならない」などを定めています。日本
でも諸外国並みの保護措置をとり、労働者が働き続けられる環境整備が必要です。

■過酷な長時間労働の実態と勤務間隔の短さ
「２０２１年度夜勤実態調査」結果は、「２交替」病棟
の割合が４４．０％と昨年より増加し、過去最多となり
ました。「１６時間以上」の長時間夜勤は「２交替」
職場のうち、病棟数の５２．７％、看護職員数の５２．１％
と変わらず高い結果でした。また、国際基準である
ILO第１５７号勧告で規制されている「勤務間の休息
期間」に反した「１２時間未満」の短い勤務間隔は
５３．３％。さらに、勤務を終えて帰宅後に身の回りの
ことをするだけで睡眠時間がほとんどとれない「８
時間未満」の勤務間隔は４１．７％という結果でした。
患者のいのちをあずかる看護職員の多くが、依然

として過酷な労働環境の中で勤務に従事している実
態が続いており、日本医労連がめざす労働環境の改
善には至っていません。インターバル協定「有」は
１割強にとどまっており、多くのところでインター
バル協定が未締結となっています。安全に健康に働
き続けるためにも、インターバル協定の締結が急が
れます。患者の安全を守るため、そして、働く私た
ちの健康を守るためにも実効ある規制が必要です。
この過酷な労働環境を打開するために、看護職員自
らがしっかりと声をあげることが求められています。

■減らない夜勤日数、増える夜勤専門看護師
人事院は１９６５年、看護師の夜勤制限の必要性を認

め、「夜勤は月平均８日以内」「１人夜勤禁止」など
の「判定」を出しました。その後、１９９２年の「看護
師等の人材確保の促進に関する法律」（以下、看護
師確保法）基本指針では、離職防止対策として夜勤
負担の軽減をあげ「複数・月８日以内の夜勤体制の
構築」を位置づけました。２００７年には参議院本会議
で私たちが取り組んできた「安全・安心の医療と看
護の実現を求める増員署名」の請願が全会一致で採
択されました。採択された請願事項は、①医師・看
護師など医療従事者を大幅に増員すること、②看護
職員の配置基準を夜間は患者１０人に対して１人以上、
日勤時は患者４人に対して１人以上とするなど抜本
的に改善すること、③夜勤日数を月８日以内に規制
するなど「看護師確保法」等を改正すること、の３
項目でした。しかし、これらのことは慢性的な人員
不足により、今もなお、順守されていません。
今回の調査でも、「月９日以上（２交替では月４．５
回以上）」の夜勤日数が目立ちました。「３交替」
職場の平均夜勤日数は７．６２日で昨年より若干増え、
依然として２割強の看護職員が月９日以上の夜勤に
従事しています。「２交替」職場の平均夜勤回数は
４．１４回で、４割の看護職員が月４．５回以上の夜勤に
従事しています。また、今回の調査でも「３交替」
「２交替」ともに、「ICU・CCU等」での夜勤回数
オーバーが突出しています。重篤・重症の急性期患
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者の容態を２４時間管理する集中治療室の職場で、安
全・安心の医療提供体制や看護職員の健康被害が危
惧される事態が続いています。
病棟における「夜勤専門看護師」は、ここ数年増

加傾向にあります。夜勤人員の不足が続くなかで、
夜勤専門看護師に頼らなければ夜勤体制の維持・管
理ができない状況が推察できます。
また、心身に負担の少ない「正循環」は「正循環

以外」より、５０床当たりの看護職員数が７人多く配
置されていました。生体リズムにより近づけて、健
康に働き続けるためには、看護職員の増員が必要不
可欠であると言えます。

■３割が夜勤協定「無」の野放し状態
「夜勤協定」の有無では、「有」６５．７％、３割以上
の施設で夜勤協定「無」という結果でした。労働者
をまもるためにすべての組織で「夜勤協定」を締結
し、順守させることが今求められています。日本医
労連が作成した「夜勤協定の手引き」のリーフや学
習資料などで学習を進めることが重要です。
この間取り組んできたさまざまなアンケート等に

は、ぎりぎりの人員体制の中でコロナ患者の対応を
し、心身ともにくたくたに疲れてしまい「もう限界」
と退職を決めた・考えているという声や、自分自身
が感染源にならないようにと私生活にも大きな制限
をかけながら必死に勤務に従事している様子が数多
く寄せられました。患者のいのちをあずかる看護師
等が、自らの健康を犠牲にせざるをえない勤務環境
のなかで、患者・利用者に安全・安心の医療・看護
を提供するには限界があります。ただちに看護職員
の増員と実効ある夜勤規制を行い、改善を図ること
が必要です。

■制度や通知を活用して職場改善を
医療の現場は、患者の高齢化・重症化に加え、高

度化・複雑化・IT化などにより、看護師等の労働
環境は一層過密で過酷な状況に追い込まれています。
あまりにも業務が複雑で、看護の基本である患者個
人の尊重や個別性を大事にするということに時間が
さけず、その結果、疲弊し、退職するという負のス
パイラルに陥ります。
厚生労働省は２０１１年の「５局長通知」のなかで「看

護師等は、厳しい勤務環境に置かれている方も多く、
特にその多くが夜勤を含む交代制を伴う病院勤務の

看護師等であり『雇用の質』の向上が喫緊の課題」
としました。また、２０１３年の「６局長通知」では、
「国民が将来に渡り質の高い医療サービスを受ける
ためには、医療分野の『雇用の質』の向上を通じ、
医療スタッフが健康で安心して働くことができる環
境整備を促進することで、医療に携わる人材の定着
・育成を図ることが必要不可欠」としています。
２０１４年の医療法改正では「医療従事者の勤務環境
改善」が位置づけられ、全都道府県に「医療勤務環
境改善支援センター」を設置しました。２０１５年から
は「病院等の勤務環境に関するアンケート調査」を
継続して実施し、２０１６年の診療報酬改定では「夜間
看護体制の充実に対する評価」を出しました。また、
２０１７年１月には「労働時間の適正な把握のために使
用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発出
しました。このガイドラインでは、使用者は「適正
な労働時間管理を行なう責務がある」とし、労働を
余儀なくさせるような黙示の指示による場合も「労
働時間」として取り扱うことを明記しました。具体
的には、①業務に必要な準備行為や後始末、②指示
があった場合に即時業務に従事することが求められ
る待機時間、③実質的に参加が義務付けられている
研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務
に必要な学習時間等も「労働時間」としています。
また、２０１８年６月に成立した「働き方改革関連法」
では、「時間外・休日労働の上限規制」導入、「労働
時間の状況」把握義務、「勤務間インターバル」制
度設定の努力義務、「年次有給休暇」５日付与の義
務等が位置付けられました。これらの制度や通知等
は、私たちが厳しい現場実態を国民に知らせ、世論
形成し、政府・厚労省に実態を訴え続けた成果とも
言えます。積極的に活用し、勤務環境改善につなげ
ることが求められます。

■私たちの要求を実現するために
看護職員の夜勤改善と大幅増員が緊急の課題であ
ることから、私たちは２０１４年９月、ILO条約・勧
告等に基づいた国際基準の勤務環境実現のために
「めざすべき看護体制の提言」を発表し、現在の看
護職員数の約２倍に相当する全国３００万人体制の実
現をめざしています。（２０２１年６月に改訂版発出）。
厚労省「看護職員需給分科会」中間とりまとめで
は、２０２５年における看護職員の需給推計に関して、
国が定めた推計ツールで試算した都道府県からの報
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告１８０万人に、ワークライフバランスの充実を前提
とした超過勤務と有給休暇取得日数からシナリオを
設定して推計した数を１８８～２０２万人と報告しており、
私たちがめざす看護体制には全く届いていません。
今回の調査でも明らかになったように、医療の高

度化や患者の重症化などに追いつかない人員体制の
中で、依然として長時間夜勤や短すぎる勤務間隔の
実態は改善されず、看護師等の健康や患者の安全が
脅かされる事態が続いています。根本的な問題は「人
手不足」であり、問題解決には「大幅な人員増」が
必要不可欠です。少ない人員のまま、勤務シフトを

増やす・変えるなどしても、何ら改善にはつながら
ないことが改めて明らかになった調査結果といえま
す。夜勤は、労働条件の根幹にかかわる問題です。
看護職員の労働環境改善は、看護の質の向上に直結
するとともに、患者・利用者の安全と個人の尊厳を
まもることにつながります。日本医労連は、この秋
から新署名「安全・安心の医療・介護・福祉を実現
し、国民のいのちと健康を守るための国会請願署名」
に取り組んでいます。より多くの患者・国民のみな
さんにも支援を呼びかけながら、国に対して抜本的
な改善を図ることを強く求めます。

【長時間労働・夜勤規制に関する提言】
２０１０年１月１９日

日本医療労働組合連合会

① １日の所定内労働時間は、８時間以内にすべきである。

② １日の労働時間は、時間外を含めて１２時間を超えてはならない。

③ 交替勤務では、次の交替勤務まで、連続１６時間以上（少なくとも連続１２時間以上）の

休息を与えねばならない。

④ 夜勤は、月６４時間を超えるべきでない。

⑤ 夜勤時の配置人員は、患者（利用者）１０人に１人以上とすべきである。

⑥ 人員配置は、少なくとも年次有給休暇の完全取得を前提とすべきである。

⑦ 交替制勤務者には、年齢を問わず、乳がん・前立腺がんの定期検診を義務付けなけれ

ばならない。

※「べきである」は「原則」であり、「ならない」は禁止事項
※健診とは総合的な健康診断、検診とは特定の病気かどうかの診察
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看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る条約（ILO第１４９号）から抜粋

第 六 条
看護職員は、次の分野において当該国の他の労働

者の条件と同等の又はそれ以上の条件を享受する。
⒜ 労働時間（超過勤務、不便な時間及び交替制

による労働に関する規制及び補償を含む。）
⒝ 週休
⒞ 年次有給休暇
⒟ 教育休暇
⒠ 出産休暇
⒡ 病気休暇
⒢ 社会保障

看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関す
る勧告（ILO第１５７号）から抜粋

Ⅷ 作業時間及び休息期間
３１ 看護職員の作業を編成するために必要な時間、
指示を受け及び伝達するために必要な時間等看護職
員が使用者によつて自由に使用され得る時間は、呼
出し待機に関するありうる特別規定に従うことを条
件として、看護職員の作業時間として計算されるべ
きである。
３２� 看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一
般労働者について定められている労働時間を上回る
べきではない。
� 一般労働者の通常の週労働時間が四十時間を

超える場合には、一九六二年の労働時間短縮勧告９
の規定に従つて、看護職員のために給料を減少させ
ることなく労働時間を漸進的にしかしできる限り速
やかに週四十時間の水準にまで短縮するための措置
がとられるべきである。
３３� 一日当たりの通常の労働時間は、弾力的な作
業時間又は週労働日数の短縮に関する措置が法令、
労働協約、就業規則又は仲裁裁定によつてとられる
場合を除くほか、継続的であるべきであり、かつ、
八時間を超えるべきではない。いかなる場合にも、
通常の週労働時間は、３２�に規定する限度内にとど
められるべきである。
� 一日の労働時間（超過勤務を含む。）は、十

二時間を超えるべきではない。
� この３３の規定に対する一時的な例外は、特別

な緊急の場合にのみ認められるべきである。
３４� 合理的な長さの食事時間が与えられるべきで

ある。
� 通常の労働時間に含まれる合理的な長さの休

憩時間が与えられるべきである。
３５ 作業時間表は、看護職員がその個人生活及び家
族生活をそれに応じて組織し得るようにするため、
看護職員に充分事前に予告されるべきである。この
作業時間表に対する例外は、特別な緊急の場合にの
み認められるべきである。
３６� 看護職員が四十八時間未満の継続する週休を
受ける権利を有する場合には、看護職員の週休を四
十八時間の水準にまで引き上げるための措置がとら
れるべきである。
� 看護職員の週休は、いかなる場合にも、継続

する三十六時間を下回るべきではない。
３７� 超過勤務、不便な時間における労働及び呼出
し待機を用いることは、できる限り少なくすべきで
ある。
� 超過勤務及び公の休日における労働に対して

は、代休が与えられるべきであり及び（又は）通常
の賃金率よりも高い率で賃金が支払われるべきであ
る。
� 公の休日以外の不便な時間における労働は、

給料への追加によつて補償されるべきである。
３８� 交替制による労働は、国内における他の雇用
に係る交替制による労働について適用される報酬の
増加を下回らない報酬の増加によつて補償されるべ
きである。
� 交替制による労働に従事する看護職員は、交

替時間と次の交替時間との間に少なくとも十二時間
の継続する休息期間を享受すべきである。
� 無給の時間帯によつて分断される一回の交替

勤務時間（分割された交替勤務時間）は、避けられ
るべきである。
３９� 看護職員は、国内の他の労働者と少なくとも
同じ長さの年次有給休暇を受ける権利を有すべきで
あり、かつ、そのような休暇をとることを要求され
るべきである。
� 年次有給休暇の長さが一年の勤務につき四週

間未満である場合には、看護職員のために休暇の長
さを漸進的にしかしできる限り速やかに四週間の水
準にまで引き上げるための措置がとられるべきであ
る。
４０ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、報酬総額の減少を伴うことなく、労働時間
の短縮及び（又は）休息期間の増加を享受すべきで
ある。

資 料
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２０２１年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数 看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人） 施設数 職場数 看護職員

総数（人）
看護要員
総数（人）

北海道 ３２ １９４ ７，４９９ ８，７７３ ９ ３２ １，０４０ １，２６８
青森 １０ ６１ １，８４８ ２，３８０ ５ ３２ ９４４ １，１３２
秋田 ６ ３６ １，０９３ １，２４８ ５ ２８ ８４２ ９４４
岩手 ２５ １５４ ５，６５２ ６，８４０ ２１ １３１ ４，９５７ ５，９７９
山形 １６ ９３ ３，１３０ ４，８２３ １６ ９３ ３，１３０ ４，８２３
宮城 ６ ３９ １，１０６ １，５９１ ３ １７ ４５１ ５７１
福島 １０ ６６ １，９００ ２，１１５ １ ２１ ４１６ ４７４
千葉 ４ ３３ １，３７２ １，７８４
埼玉 ３ ３７ １，４０８ １，５３２
群馬 ４ ３７ １，２８５ １，６６２ ２ １１ ３５０ ６８８
栃木 ３ ２１ ６９８ ８４３ ２ １３ ４４９ ５６５
茨城 ７ ８１ ２，４９１ ２，５３７
山梨 ５ ２０ ６９８ １，０３１ ３ １０ ３３５ ４４４
長野 １３ １０２ ３，８００ ４，６５５ ３ ２１ ６３４ ８３４
新潟 ６ ４３ １，６６３ ２，３３７ ３ ２３ ８８３ １，０３７
東京 １８ ２１６ ７，７７８ ８，９４２ １４ １６８ ６，１３３ ６，８７９
神奈川 １０ １１８ ４，９０１ ５，５２２ ７ ８０ ３，４９１ ４，０１６
愛知 ９ ８７ ３，４４８ ３，７０４
静岡 ９ ６２ １，９２７ ２，１３６ １ ７ １７７ ２２４
岐阜 ７ ４２ １，４６５ １，８７８
三重 １１ ８１ ３，０３０ ４，６６４
富山 ５ ４０ １，１９４ １，３２０ １ ３ ６４ １０１
石川 ７ ４８ １，５９４ １，９９２ ４ ２４ ７０８ ８６４
大阪 ８ １０５ ３，５９９ ３，８３５ ２ ２５ ８２５ ９３０
京都 ８ ５３ １，７１７ ２，４７６ ５ ２１ ７８８ １，３４２
兵庫 ２ ２２ ９１９ １，５１８
奈良 ２ １１ ３６４ ３６４
和歌山 ３ ２０ ８５６ ９６４
福井 ２ ８ ２４４ ３５０
滋賀 ２ ２２ ９６７ １，５７６
岡山 １２ ６７ １，９３６ ２，５７７ ８ ３７ ９７４ １，５４０
広島 １７ １５５ ６，３３９ ８，５４３ ７ ５５ ２，２２２ ２，４６９
山口 １１ ８５ ３，０３２ ３，３６０ ２ １１ ３８８ ４３３
鳥取 ２ １５ ５５９ ６２２
島根 ７ ５５ １，７５７ ２，０１１ ３ １８ ４０６ ５２３
香川 ５ ４５ １，５６４ １，６５３ ２ ６ １８０ ２１６
愛媛 ６ ３２ １，２０１ １，３４５ ３ ８ ５０６ ５９５
徳島 ６ ２８ １，３３１ ２，１３６ ２ １１ ４２８ ４７７
高知 １ １２ ２８７ ２８７
福岡 １３ １１９ ４，６６５ ５，３７９ １１ １０４ ４，０７０ ４，７２０
佐賀 ２ ２０ ６０１ ６３５
長崎 ４ ４３ １，３８５ １，５３５
熊本 ３ ２５ ９３１ １，３０５ １ ６ １４０ ３４４
大分 ２ １２ ３２９ ３９５ １ ５ ６８ ９６
宮崎 ３ １５ ５９１ ６８４
鹿児島 ４ ２０ ５６３ ８６２
沖縄 ６ ２９ ９２９ １，２２８ ２ ９ ３６６ ４４９
合計 ３５７ ２，７２９ ９７，６４６ １１９，９４９ １４９ １，０３０ ３６，３６５ ４４，９７７

都道府県別調査施設数と人数

医療労働 １７



※看護職員とは、看護師・准看護師・保健師・助産師の総称として使用
※看護要員は、看護職員に補助者等を含めた総称として使用

性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １０６ ８５６ ２９，０１６ ３４，０３１
全厚労 ５４ ３７６ １５，０７０ １８，０６５
全日赤 １８ ２１１ ７，３８８ １０，５９１
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ １６ ４７７ ８０２
全労災 ２３ ２１８ ８，４３２ １０，２２０
国共病組 ２ １９ ７９４ １，０８２
公的病院 ６ ３９ １，５４３ １，７５５
自治体 ４０ ３０９ １２，２７９ １５，６８４
大学 １０ ２２０ ９，６３４ １０，３３６
民医連・医療生協 ６５ ３１１ ９，１１２ １２，０６１
地場一般病院 １６ ８５ ２，３３５ ３，１７８
地場精神病院 １３ ６９ １，５６６ ２，１４４

合計 ３５７ ２，７２９ ９７，６４６ １１９，９４９

Ⅰ 実施施設

職場数

病 棟 ２，５５９
外 来 １２３
手術室 ４３
透 析 ４
合 計 ２，７２９

職場数

①ＩＣＵ・ＣＣＵ等 ２９２
②急性期一般 １，２１１
③地域一般 １７７
④地域包括ケア ９３
⑤回復期リハビリテーション ７６
⑥療養病棟 １４９
⑦精神 １８０
⑧その他 ３５９
無回答 ２２

合 計 ２，５５９

病院性格別調査施設数と人数

調査職場数 区分別職場数（病棟のみ）

１８ 医療労働



Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

（人） （％）

年度 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内

１９９５ ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５

１９９６ ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７

１９９７ ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０

１９９８ ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５

１９９９ ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５

２０００ ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８

２００１ ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９

２００２ ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５

２００３ ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２

２００４ ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５

２００５ ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２

２００６ ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３

２００７ ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０

２００８ ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４

２００９ ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２

２０１０ ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２

２０１１ １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８

２０１２ ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４

２０１３ １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７

２０１４ １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１

２０１５ １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９

２０１６ ９，６８２ ９，７２１ １８，４４５ ７，６３４ ３，５６６ １９．７ １９．８ ３７．６ １５．６ ７．３ ７７．２

２０１７ ９，０４０ ８，４７７ １６，７２７ ６，７６７ ３，９４６ ２０．１ １８．９ ３７．２ １５．１ ８．８ ７６．２

２０１８ ７，９０４ ７，７１５ １４，４９６ ６，５３０ ３，１８２ １９．８ １９．４ ３６．４ １６．４ ８．０ ７５．６

２０１９ ８，７８２ ７，５２９ １４，９１７ ５，８１５ ３，６６４ ２１．６ １８．５ ３６．６ １４．３ ９．０ ７６．７

２０２０ ８，４６８ ６，８６６ １３，９７６ ５，９７５ ３，７２６ ２１．７ １７．６ ３５．８ １５．３ ９．６ ７５．１

２０２１ ８，１６９ ６，１９５ １２，８６９ ５，７３０ ３，４０７ ２２．５ １７．０ ３５．４ １５．８ ９．４ ７４．９

実施資料Ⅰ Ⅱ

医療労働 １９



Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 職場の区分別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計 最多夜
勤日数

夜勤
専門

ICU・CCU等 １６２ ４２９ ７０ １４７ ４０８ １，３１２ ７０５ ３９８ １８９ ９３ ８０ ３，８３１ ２０日 ８４人
急性期一般 ６９５ １，９８３ ３５９ ７５７ ２，０５０ ６，０１７ ３，３６１ １，４２３ ３６５ １３９ １１０ １６，５６４ ２０日 １９０人
地域一般 ８７ ２４８ ６１ １３７ ３７７ ９１７ １７４ ４６ ６ ３ １０ １，９７９ １７日 １６人
地域包括ケア ６１ １２１ ２９ ８２ １４２ ３９９ ２１２ ７９ １５ ３ ８ １，０９０ １９日 １０人
回復期リハ ４０ ８６ ２５ ５６ １１３ ２４５ １４７ ３８ ７ ２ ７１９ １２日 ２人
療養病棟 １０６ ３４２ １２１ ２８０ ７５４ ９３３ １８２ ３９ ９ １ ５ ２，６６６ ２０日 ５人
精神 １４６ ２７９ １３０ ３６０ ８３２ １，１８１ ３０５ ７６ ２３ ５ １２ ３，２０３ １８日 ２８人
その他 ２５４ ８８１ ３１７ ７１６ １，５１２ １，８６１ ６４４ １６１ ３７ ７ １８ ６，１５４ １９日 １３３人
無回答 ６ ８１ ４７ ２５ ７ ４ １６４ ８日
合計 １，５５７ ４，４５０ １，１５９ ２，５６０ ６，１９５１２，８６９ ５，７３０ ２，２６０ ６５１ ２５３ ２４３ ３６，３７０

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ICU・CCU等 １１．２ １．８ ３．８ １０．６ ３４．２ １８．４ １０．４ ４．９ ２．４ ２．１ ３８．２
急性期一般 １２．０ ２．２ ４．６ １２．４ ３６．３ ２０．３ ８．６ ２．２ ０．８ ０．７ ３２．６
地域一般 １２．５ ３．１ ６．９ １９．１ ４６．３ ８．８ ２．３ ０．３ ０．２ ０．５ １２．１
地域包括ケア １１．１ ２．７ ７．５ １３．０ ３６．６ １９．４ ７．２ １．４ ０．３ ０．７ ２９．１
回復期リハ １２．０ ３．５ ７．８ １５．７ ３４．１ ２０．４ ５．３ １．０ ０．３ ２７．０
療養病棟 １２．８ ４．５ １０．５ ２８．３ ３５．０ ６．８ １．５ ０．３ ０．０ ０．２ ８．９
精神 ８．７ ４．１ １１．２ ２６．０ ３６．９ ９．５ ２．４ ０．７ ０．２ ０．４ １３．１
その他 １４．３ ５．２ １１．６ ２４．６ ３０．２ １０．５ ２．６ ０．６ ０．１ ０．３ １４．１
無回答 ４９．４ ２８．７ １５．２ ４．３ ２．４
合計 １２．２ ３．２ ７．０ １７．０ ３５．４ １５．８ ６．２ １．８ ０．７ ０．７ ２５．１

（％）

病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
全医労 ５１６ ２８．０ ２５．８ ３６．０ ８．７ １．５ ８９．８
全厚労 １３７ １７．８ １１．６ ３５．３ １９．６ １５．７ ６４．７
全日赤 ８５ ３０．４ １６．４ ２５．８ １１．８ １５．７ ７２．６
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ １５．９ １．６ ２０．６ ２８．６ ３３．３ ３８．１
全労災 ２００ １４．３ ７．７ ４７．５ ２２．６ ８．０ ６９．４
国共病組 ２ ５７．８ ２８．１ １４．１ １００．０
公的病院 ２４ ２１．１ １２．２ ４０．４ １８．３ ７．９ ７３．８
自治体 ２０１ １７．５ １７．１ ３７．４ １８．７ ９．３ ７２．０
大学 ５１ １３．８ １０．７ ２７．１ ２２．４ ２５．９ ５１．７
民医連・医療生協 ２１７ ２１．６ １０．３ ２９．４ ２２．５ １６．２ ６１．３
地場一般病院 ６３ ２３．３ １０．１ １８．９ １７．２ ３０．５ ５２．３
地場精神病院 ５７ ２９．５ ２１．６ ３２．１ １０．４ ６．４ ８３．１

合計 １，５５７ ２２．５ １７．０ ３５．４ １５．８ ９．４ ７４．９

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

２０ 医療労働



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

年 度 平均日数（日）
１９９０ ８．６１
１９９１ ８．５２
１９９２ ８．４２
１９９３ ８．１４
１９９４ ７．９９
１９９５ ７．８９
１９９６ ７．８６
１９９７ ７．７３
１９９８ ７．６３
１９９９ ７．６３
２０００ ７．６１
２００１ ７．６８
２００２ ７．７１
２００３ ７．５３
２００４ ７．６８
２００５ ７．６６
２００６ ７．６２
２００７ ７．５３
２００８ ７．５７
２００９ ７．５４
２０１０ ７．６２
２０１１ ７．６３
２０１２ ７．５９
２０１３ ７．６３
２０１４ ７．６８
２０１５ ７．６０
２０１６ ７．６３
２０１７ ７．６９
２０１８ ７．６２
２０１９ ７．６４
２０２０ ７．５３
２０２１ ７．６２

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ５１６ １２，３４３ ６．９８
全厚労 １３７ ３，００８ ７．８８
全日赤 ８５ ２，０２５ ７．３８
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ ６３ ８．５７
全労災 ２００ ５，１７１ ７．８４
国共病組 ２ ６４ ６．１２
公的病院 ２４ ５９６ ７．５５
自治体 ２０１ ４，９０８ ７．７０
大学 ５１ １，２９３ ８．３３
民医連・医療生協 ２１７ ４，３２２ ７．８４
地場一般病院 ６３ １，２３６ ８．０８
地場精神病院 ５７ １，３４１ ７．１５

合計 １，５５７ ３６，３７０ ７．６２

（％）

年度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６ ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７ １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８ １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９ １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００ ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１ ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２ ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３ ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４ ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５ ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６ ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７ ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８ １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９ ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０ ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１ １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２ １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３ １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４ ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５ ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４
２０１６ １．６ ２４．６ ４９．４ １９．３ ５．１ ７３．８
２０１７ ２．６ ２４．４ ４８．２ １９．９ ４．９ ７３．０
２０１８ ２．７ ２４．３ ４８．７ １８．９ ５．４ ７３．０
２０１９ ２．５ ２４．２ ５０．２ １８．５ ４．６ ７３．３
２０２０ ２．１ ２３．７ ４８．５ ２０．５ ５．３ ７４．２
２０２１ ２．４ ２３．５ ４７．８ ２０．９ ５．４ ７４．１

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ３５ ２．４
２人 ３４５ ２３．５
３人 ７０２ ４７．８
４人 ３０７ ２０．９
５人 ５６ ３．８
６人 １２ ０．８
７人 ７ ０．５
８人 １ ０．１
９人 １ ０．１

１０人以上 ２ ０．１
合計 １，４６８ １００．０

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

看護職員 看護要員
①３交替（正循環） ３７．０ ４１．７
②３交替（正循環以外） ２９．７ ３５．０

実施資料 Ⅱ

組合性格別

夜勤形態別５０床当たりの看護職員・看護要員（３交替）（人）

準夜勤人数

医療労働 ２１



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

（％）

年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５ １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６ ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７ １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８ １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９ １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００ ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１ ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２ ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３ ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４ ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５ ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６ ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７ ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８ １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９ ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０ ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１ １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２ １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３ １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４ １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５ １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２
２０１６ １．４ ３０．５ ５１．６ １１．９ ４．５ ６８．１
２０１７ ２．８ ２８．７ ５０．６ １３．５ ４．４ ６８．５
２０１８ ２．７ ２９．８ ５０．２ １２．７ ４．５ ６７．５
２０１９ ２．１ ２７．９ ５３．５ １２．１ ４．５ ７０．０
２０２０ １．９ ２８．６ ５１．７ １３．４ ４．５ ６９．５
２０２１ ２．１ ２８．２ ５０．０ １５．３ ４．４ ６９．７

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ３１ ２．１
２人 ４１３ ２８．２
３人 ７３３ ５０．０
４人 ２２５ １５．３
５人 ４４ ３．０
６人 １２ ０．８
７人 ５ ０．３
８人 ２ ０．１
９人 １ ０．１

１０人以上 １ ０．１
合計 １，４６７ １００．０

（人）
正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ４２，１０７ １，５９６ ６９ ４３，７７２ １，５５７ ６６，０９１

看護職員
以外

２，７７７ ３，３３２ ５４９ ６，６５８

看護要員 ５０，４３０

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９９０ １９．１ ２１．２
１９９１ １９．１ ２１．３
１９９２ １９．６ ２１．９
１９９３ ２０．５ ２２．８
１９９４ ２２．７ ２５．２
１９９５ ２１．６ ２３．９
１９９６ ２２．６ ２４．７
１９９７ ２３．３ ２５．５
１９９８ ２３．２ ２５．３
１９９９ ２２．９ ２５．２
２０００ ２３．１ ２５．１
２００１ ２２．８ ２５．１
２００２ ２３．６ ２５．８
２００３ ２３．４ ２５．８
２００４ ２４．０ ２６．３
２００５ ２３．７ ２６．０
２００６ ２４．８ ２７．１
２００７ ２６．３ ２８．７
２００８ ２６．６ ２９．０
２００９ ２７．５ ２９．７
２０１０ ２９．５ ３２．５
２０１１ ３０．１ ３３．９
２０１２ ２９．５ ３３．５
２０１３ ３１．２ ３５．５
２０１４ ３３．０ ３７．５
２０１５ ３２．７ ３７．４
２０１６ ３３．３ ３８．２
２０１７ ３３．３ ３７．８
２０１８ ３３．０ ３８．０
２０１９ ３３．９ ３８．８
２０２０ ３３．４ ３８．４
２０２１ ３３．１ ３８．２

（人）

看護職員 ３３．１
看護要員 ３８．２

看護職員以外の割合 １３．２０
看護職員の臨時・パート ３．６５
看護職員の派遣等 ０．１６
看護職員以外の臨時・パート ５０．０５
看護職員以外の派遣等 ８．２５

（日）

①３交替（正循環） ７．７
②３交替（正循環以外） ７．４

深夜勤人数

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

夜勤形態別月平均夜勤日数（３交替）

看護職員以外に占める雇用形態別の割合
（％）

２２ 医療労働



Ⅱ‐８ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（３交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ８．０
２００１ ９．０
２００２ ８．４
２００３ ９．２
２００４ ９．０
２００５ ８．７
２００６ ８．３
２００７ ８．５
２００８ ８．３
２００９ ７．５
２０１０ ９．２
２０１１ １１．３
２０１２ １２．０
２０１３ １２．１
２０１４ １２．１
２０１５ １２．５
２０１６ １２．８
２０１７ １２．０
２０１８ １３．２
２０１９ １２．４
２０２０ １３．０
２０２１ １３．２

年 度 割合（％）
２０００ ５．４
２００１ ５．９
２００２ ５．８
２００３ ６．６
２００４ ２．７
２００５ ２．６
２００６ ２．３
２００７ ２．４
２００８ ３．１
２００９ ３．５
２０１０ ３．５
２０１１ ３．９
２０１２ ４．３
２０１３ ３．９
２０１４ ４．５
２０１５ ４．４
２０１６ ４．２
２０１７ ４．０
２０１８ ４．２
２０１９ ４．４
２０２０ ４．０
２０２１ ３．８

年 度 割合（％）
２０００ ４０．５
２００１ ４４．１
２００２ ４２．２
２００３ ４３．７
２００４ ４３．８
２００５ ４３．８
２００６ ４７．８
２００７ ４７．９
２００８ ５１．０
２００９ ５３．９
２０１０ ５２．４
２０１１ ５９．５
２０１２ ６３．４
２０１３ ６５．５
２０１４ ６５．７
２０１５ ６１．６
２０１６ ６１．７
２０１７ ６１．０
２０１８ ５９．９
２０１９ ６１．３
２０２０ ５７．２
２０２１ ５８．３

Ⅱ‐９ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（３交替病棟）

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等

全医労 ６．９８ １１．９ １．７ ０．１ ４２．３ ３．７
全厚労 ７．８８ １３．６ ４．１ ０．２ ３４．９ １２．７
全日赤 ７．３８ １１．０ ０．６ １３．９ ２１．０
全ＪＣＨＯ病院労組 ８．５７ １２．８ ３．７ ４１．７
全労災 ７．８４ ８．１ １．５ ０．１ ７２．７ １６．６
国共病組 ６．１２ ２３．８ １００．０
公的病院 ７．５５ １４．２ ２．９ ２１．１ ４３．１
自治体 ７．７０ １２．５ ４．０ ９４．２ ０．６
大学 ８．３３ １３．２ ０．３ ６７．７ ２４．２
民医連・医療生協 ７．８４ ２０．９ ９．９ ０．１ ４５．０ ４．６
地場一般病院 ８．０８ １１．４ １１．４ ０．８ ４６．３ １１．７
地場精神病院 ７．１５ ２１．４ ８．３ １．５ ４３．３ ４．４
合計／平均 ７．６２ １３．２ ３．６ ０．２ ５０．０ ８．２

実施資料 Ⅱ

施設数 病棟数 病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ９０ ５１６ ４２．８ ３４．２ ４．６ ３８．８
全厚労 ３０ １３７ ４４．３ ３１．９ ５．０ ３６．９
全日赤 １２ ８５ ３６．２ ４０．５ ５．０ ４５．５
全ＪＣＨＯ病院労組 ２ ４ ４０．０ ２５．６ ３．８ ２９．４
全労災 ２３ ２００ ４２．３ ３５．７ ３．２ ３８．９
国共病組 １ ２ ５５．５ ３６．０ １１．３ ４７．３
公的病院 ４ ２４ ４５．０ ３４．５ ５．７ ４０．２
自治体 ３２ ２０１ ４１．７ ３３．３ ４．８ ３８．１
大学 ３ ５１ ２８．５ ５０．４ ７．７ ５８．１
民医連・医療生協 ５５ ２１７ ４２．９ ２９．０ ７．６ ３６．６
地場一般病院 １３ ６３ ４０．１ ３１．７ ４．１ ３５．８
地場精神病院 １２ ５７ ５９．７ １９．７ ５．４ ２５．１
合計／平均 ２７７ １，５５７ ４２．４ ３３．１ ５．０ ３８．２

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

医療労働 ２３



（人） （回） （人）

（人） （％）

年 度 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 計 年 度 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 ４回以内
２００４ １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４ ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５ １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５ ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６ １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６ ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７ １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７ ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８ ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８ ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９ ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９ ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０ ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０ ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１ ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１ ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２ ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２ ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３ ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３ ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４ ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４ ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５ ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９
２０１６ ８，２９４ １１，５８８ ６，８３２ ３，２０９ ２９，９２３ ２０１６ ２７．７ ３８．７ ２２．８ １０．７ ６６．４
２０１７ ７，５０６ １０，２２２ ５，６９６ ２，５６７ ２５，９９１ ２０１７ ２８．９ ３９．３ ２１．９ ９．９ ６８．２
２０１８ ６，５７１ ９，３５６ ５，９５２ ２，８４９ ２４，７２８ ２０１８ ２６．６ ３７．８ ２４．１ １１．５ ６４．４
２０１９ ７，１０３ ９，９２９ ５，８３１ ２，５８９ ２５，４５２ ２０１９ ２７．９ ３９．０ ２２．９ １０．２ ６６．９
２０２０ ７，６４１ １１，０６４ ６，９５３ ３，３６９ ２９，０２７ ２０２０ ２６．３ ３８．１ ２４．０ １１．６ ６４．４
２０２１ ７，０２６ ９，５３７ ７，２３６ ３，８６３ ２７，６６２ ２０２１ ２５．４ ３４．５ ２６．２ １４．０ ５９．９

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

（％）

病棟数 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 ４回以内
全医労 ４２９ ３０．８ ４７．０ １９．３ ２．８ ７７．９
全厚労 ２２６ １９．１ ２４．２ ３１．６ ２５．１ ４３．３
全日赤 １３１ ２６．５ ３０．９ ３３．９ ８．７ ５７．４
全ＪＣＨＯ病院労組 １１ ２６．５ ２５．４ ２９．１ １９．０ ５１．９
国共病組 １５ １９．２ ３９．６ ３８．６ ２．７ ５８．７
公的病院 １８ ３７．９ ４１．７ １９．１ １．３ ７９．６
自治体 ９９ １９．５ ３１．４ ２９．２ ２０．０ ５０．９
大学 １６１ ２４．０ ２３．３ ２５．８ ２６．９ ４７．３
民医連・医療生協 ８０ ２０．５ ３３．９ ３０．８ １４．９ ５４．４
地場一般病院 ３３ ２７．６ ３１．４ ２４．８ １６．２ ５８．９
地場精神病院 ２０ ２１．０ ４０．０ ２８．７ １０．３ ６１．０

合計 １，２２３ ２５．４ ３４．５ ２６．２ １４．０ ５９．９

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上

４．５
回以上

ICU・CCU等 １０．１ １．８ ６．８ ２．１ １８．１ ６．０ ２２．１ ５．３ １３．０ １４．８ ６１．２ （％）

急性期一般 １３．４ ０．９ １０．４ ４．１ ２９．５ ７．９ ２２．３ ３．２ ５．０ ３．４ ４１．７
地域一般 １３．０ １．０ １５．８ ８．１ ３５．６ ７．５ ９．５ ０．７ ０．７ ８．１ ２６．５
地域包括ケア ７．７ ０．９ １０．４ ４．３ ３３．３ ７．４ １７．９ ３．４ ７．３ ７．４ ４３．４
回復期リハ ９．８ ０．８ １５．７ ７．５ ４３．２ ６．０ １３．１ ０．９ ２．１ １．０ ２３．０
療養病棟 ８．７ １．７ １８．５ ７．１ ３０．０ ５．７ １５．４ ２．５ ３．２ ７．１ ３３．９
精神 ８．１ ０．７ １４．１ ６．７ ３６．５ ６．９ １５．２ １．８ ２．２ ７．７ ３３．９
その他 １２．４ １．６ ２０．６ ６．８ ３４．９ ５．７ １０．７ １．６ ２．９ ２．９ ２３．８
無回答 １６．０ ０．２ １６．２ ０．２ ３６．０ ０．２ ２２．３ ３．０ ５．８ ３１．３
合計 １２．３ １．１ １２．０ ４．７ ２９．８ ７．１ １９．１ ２．９ ５．３ ５．７ ４０．１

病棟数 ２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ICU・CCU等 １４９ ３９９ ７０ ２６９ ８３ ７１７ ２３８ ８７８ ２１２ ５１５ ５８５ ３，９６６ １２．０ ６１
急性期一般 ６２７ １，９７４ １２６ １，５３１ ５９９ ４，３３９ １，１５７ ３，２７２ ４６８ ７３４ ５０１１４，７０１ １５．０ １６５
地域一般 １０１ ３１８ ２５ ３８９ １９８ ８７５ １８５ ２３４ １６ １７ １９８ ２，４５５ １３．０ ６７
地域包括ケア ４１ ５４ ６ ７３ ３０ ２３３ ５２ １２５ ２４ ５１ ５２ ７００ １０．０ １０
回復期リハ ４０ ９０ ７ １４４ ６９ ３９６ ５５ １２０ ８ １９ ９ ９１７ １０．０ ７
療養病棟 ５２ ８１ １６ １７２ ６６ ２７８ ５３ １４３ ２３ ３０ ６６ ９２８ １２．０ １２
精神 ５１ ６２ ５ １０８ ５１ ２７９ ５３ １１６ １４ １７ ５９ ７６４ １２．０ ３０
その他 １４６ ３４６ ４５ ５７６ １９０ ９７８ １５９ ２９９ ４４ ８１ ８２ ２，８００ １５．０ ４４
無回答 １６ ６９ １ ７０ １ １５５ １ ９６ １３ ２５ ４３１ １０．０
合計 １，２２３ ３，３９３ ３０１ ３，３３２ １，２８７ ８，２５０ １，９５３ ５，２８３ ８０９ １，４７７ １，５７７２７，６６２

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 職場の区分別

２４ 医療労働



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

Ⅲ‐６ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

年 度 平均（回）
２０００ ３．９５
２００１ ３．９２
２００２ ３．９７
２００３ ３．７８
２００４ ３．８１
２００５ ３．８０
２００６ ３．８７
２００７ ３．８６
２００８ ３．９１
２００９ ３．８９
２０１０ ４．１９
２０１１ ４．０３
２０１２ ４．０１
２０１３ ４．１０
２０１４ ４．０７
２０１５ ４．０９
２０１６ ４．０４
２０１７ ４．０１
２０１８ ４．１２
２０１９ ４．０９
２０２０ ４．１１
２０２１ ４．１４

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ４２９ ９，５１７ ３．７４
全厚労 ２２６ ４，８３５ ４．４７
全日赤 １３１ ３，１２０ ４．０２
全ＪＣＨＯ病院労組 １１ １８９ ４．２０
国共病組 １５ ４０２ ４．０３
公的病院 １８ ３９３ ３．６６
自治体 ９９ ２，２８７ ４．３７
大学 １６１ ４，７７０ ４．４１
民医連・医療生協 ８０ １，４７９ ４．２７
地場一般病院 ３３ ４７５ ４．１８
地場精神病院 ２０ １９５ ４．１４

合計 １，２２３ ２７，６６２ ４．１４

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数

看護職員 ３４，１４３ １，１９７ １６７ ３５，５０７ １，２２３ ４８，１２４

看護職員
以外

１，７２８ ２，０９８ ７０５ ４，５３１

看護要員 ４０，０３８

（人）

看護職員 ３６．９
看護要員 ４１．６

看護職員以外の割合 １１．３２
看護職員の臨時・パート ３．３７
看護職員の派遣等 ０．４７
看護職員以外の臨時・パート ４６．３０
看護職員以外の派遣等 １５．５６

（人）

年度 看護職員 看護要員
２０００ １８．１ ２３．１
２００１ １９．３ ２４．２
２００２ １８．４ ２４．１
２００３ １８．９ ２５．０
２００４ １８．５ ２５．４
２００５ １８．３ ２５．２
２００６ ２１．０ ２６．５
２００７ ２４．６ ２８．５
２００８ ２４．４ ２８．５
２００９ ２５．３ ２９．１
２０１０ ２６．５ ３１．７
２０１１ ２７．５ ３２．９
２０１２ ２９．８ ３５．３
２０１３ ３１．６ ３６．４
２０１４ ３４．１ ３９．３
２０１５ ３４．７ ３９．９
２０１６ ３５．２ ４０．３
２０１７ ３５．０ ３９．８
２０１８ ３４．０ ３８．８
２０１９ ３４．９ ３９．７
２０２０ ３６．４ ４１．２
２０２１ ３６．９ ４１．６

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 １２ １．１
２人 １６８ １５．３
３人 ５３０ ４８．２
４人 ２９４ ２６．７
５人 ４８ ４．４
６人 ２０ １．８
７人 ７ ０．６
８人 ９ ０．８
９人 ５ ０．５

１０人以上 ７ ０．６
合計 １，１００ １００．０

（％）
年 度 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００３ ５．０ ６０．９ ２４．８ ６．２ ３．１ ３４．２
２００５ ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６ ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７ ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８ ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９ ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０ ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１ ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２ １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３ ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４ ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５ ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１
２０１６ ２．６ １４．０ ４８．５ ２６．２ ８．８ ８３．５
２０１７ ２．５ １５．８ ５０．８ ２５．６ ５．３ ８１．６
２０１８ ２．４ １６．０ ５３．４ ２３．０ ５．２ ８１．６
２０１９ ３．１ １５．１ ４９．８ ２３．４ ８．７ ８１．９
２０２０ １．３ １４．６ ５５．２ ２１．６ ７．２ ８４．０
２０２１ １．１ １５．３ ４８．２ ２６．７ ８．７ ８３．６

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

実施資料 Ⅲ

組合性格別

５０床当たりの平均看護職員・看護要員

看護職員以外に占める雇用形態別の割合 （％）

医療労働 ２５



Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 看護要員に占める
看護職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める
正職員以外の割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 看護職員以外に占め
る正職員以外の割合
（２交替病棟）

年 度 割合（％）
２０００ ２１．７
２００１ ２０．４
２００２ ２３．７
２００３ ２４．５
２００４ ２７．１
２００５ ２７．１
２００６ ２０．９
２００７ １３．８
２００８ １４．４
２００９ １３．３
２０１０ １６．６
２０１１ １６．４
２０１２ １５．３
２０１３ １３．３
２０１４ １３．２
２０１５ １３．１
２０１６ １２．７
２０１７ １２．１
２０１８ １２．４
２０１９ １２．０
２０２０ １１．９
２０２１ １１．３

年 度 割合（％）
２０００ ５．９
２００１ ６．１
２００２ ５．８
２００３ ４．５
２００４ ３．７
２００５ ３．４
２００６ ３．６
２００７ ２．５
２００８ ２．９
２００９ ４．１
２０１０ ５．０
２０１１ ５．３
２０１２ ４．９
２０１３ ６．３
２０１４ ５．１
２０１５ ４．１
２０１６ ４．０
２０１７ ３．３
２０１８ ３．４
２０１９ ３．９
２０２０ ３．８
２０２１ ３．８

年 度 割合（％）
２０００ ２１．１
２００１ ２５．３
２００２ ２６．２
２００３ ２６．５
２００４ ２０．１
２００５ ２０．３
２００６ ２８．６
２００７ ３４．４
２００８ ３２．６
２００９ ３６．９
２０１０ ３８．１
２０１１ ３８．４
２０１２ ４０．７
２０１３ ４８．２
２０１４ ５５．８
２０１５ ５５．７
２０１６ ５２．２
２０１７ ５５．２
２０１８ ５３．２
２０１９ ５７．３
２０２０ ５７．３
２０２１ ６１．９

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 看護職員以外 看護要員

全医労 ６６ ４２９ ３９．３ ３７．２ ３．７ ４０．９
全厚労 ３８ ２２６ ３８．９ ３５．０ ５．０ ４０．０
全日赤 １６ １３１ ４０．７ ３７．０ ４．４ ４１．４
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ １１ ３６．４ ３３．０ ２．５ ３５．５
国共病組 ２ １５ ３７．２ ４１．６ ６．７ ４８．３
公的病院 ４ １８ ４３．８ ３１．９ ５．８ ３７．８
自治体 ２４ ９９ ３６．０ ３９．７ ５．７ ４５．４
大学 ８ １６１ ３６．９ ４５．８ ３．９ ４９．７
民医連・医療生協 ３２ ８０ ３９．２ ３２．８ ９．５ ４２．３
地場一般病院 １０ ３３ ４２．４ ２７．３ ６．８ ３４．１
地場精神病院 ４ ２０ ６６．８ １９．２ ３．３ ２２．５
合計／平均 ２０８ １，２２３ ３９．３ ３６．９ ４．７ ４１．６

（％）

平均
夜勤日数

看護職員
以外

看護職員 看護職員以外

臨時パート 派遣等 臨時パート 派遣等
全医労 ３．７４ ９．０ １．８ ０．１ ６５．７ ６．１
全厚労 ４．４７ １２．６ ５．３ ４５．２ ７．２
全日赤 ４．０２ １０．７ １．１ ０．１ ２８．８ ２６．６
全ＪＣＨＯ病院労組 ４．２０ ７．０ １２．１ １．９ ６５．０
国共病組 ４．０３ １３．９ １３．６ ２９．３ ７０．７
公的病院 ３．６６ １５．４ ２．４ １７．４ １２．０
自治体 ４．３７ １２．７ ３．７ ０．２ ７７．１ １６．６
大学 ４．４１ ７．８ ０．７ ２．２ １７．３ ５９．８
民医連・医療生協 ４．２７ ２２．５ １０．４ ０．１ ４１．５ ３．２
地場一般病院 ４．１８ １９．９ １３．２ ０．５ ２１．６ ４．７
地場精神病院 ４．１４ １４．５ ７．４ ２．１ １４．９ ２．３
合計／平均 ４．１４ １１．３ ３．４ ０．５ ４６．３ １５．６

２６ 医療労働



Ⅲ-１１ 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

（％）

年 度 病棟 病床 看護職員
２０００ ７．７ ７．８ ６．２
２００１ ７．４ ７．３ ６．２
２００２ ８．５ ８．６ ６．８
２００３ ８．３ ８．２ ６．７
２００４ ８．５ ８．６ ６．８
２００５ ８．３ ８．５ ６．７
２００６ １１．３ １１．１ ９．５
２００７ １２．５ １２．２ １１．５
２００８ １６．７ １６．３ １５．１
２００９ １７．６ １７．３ １６．１
２０１０ ２５．５ ２３．３ ２１．４
２０１１ ２３．７ ２３．６ ２２．０
２０１２ ２８．０ ２７．５ ２７．７
２０１３ ２９．４ ２９．１ ２９．３
２０１４ ３０．０ ２８．９ ２９．６
２０１５ ３２．１ ３１．２ ３２．５
２０１６ ３８．４ ３７．６ ３８．９
２０１７ ３７．２ ３６．６ ３７．７
２０１８ ３９．２ ３８．５ ３９．２
２０１９ ３９．３ ３８．９ ３９．８
２０２０ ４２．７ ４１．０ ４３．１
２０２１ ４４．０ ４２．１ ４４．８

１６時間未満 １６時間以上
病棟数 ４７４ ５２８
割合（％） ４７．３ ５２．７

（％）

年 度 ３交替 ２交替
２０００ ９２．３ ７．７
２００１ ９２．６ ７．４
２００２ ９１．５ ８．５
２００３ ９１．７ ８．３
２００４ ９１．５ ８．５
２００５ ９１．７ ８．３
２００６ ８８．７ １１．３
２００７ ８７．５ １２．５
２００８ ８３．３ １６．７
２００９ ８２．４ １７．６
２０１０ ７４．５ ２５．５
２０１１ ７６．３ ２３．７
２０１２ ７２．０ ２８．０
２０１３ ７０．６ ２９．４
２０１４ ７０．０ ３０．０
２０１５ ６７．９ ３２．１
２０１６ ６１．６ ３８．４
２０１７ ６２．８ ３７．２
２０１８ ６０．８ ３９．２
２０１９ ６０．７ ３９．３
２０２０ ５７．３ ４２．７
２０２１ ５６．０ ４４．０

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合

年 度 １６時間未満 １６時間以上
２０１０ ３３．１ ６６．９
２０１１ ３７．２ ６２．８
２０１２ ４７．５ ５２．５
２０１３ ４０．６ ５９．４
２０１４ ４６．９ ５３．１
２０１５ ４４．９ ５５．１
２０１６ ４４．９ ５５．１
２０１７ ５６．９ ４３．１
２０１８ ４１．０ ５９．０
２０１９ ４５．６ ５４．４
２０２０ ４７．５ ５２．５
２０２１ ４７．３ ５２．７

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５回
以上 合計 平均

夜勤回数

１６時間以上 １，４２９ １２４ １，６３６ ６２５ ４，１２８ ７５７ ２，２８０ ２０９ ４２７ ５３８ １２，１５３ ４．０１

割合（％） １１．８ １．０ １３．５ ５．１ ３４．０ ６．２ １８．８ １．７ ３．５ ４．４ １００．０

１６時間未満 １，６１４ １３５ １，４１５ ４９６ ３，３００ ９７３ ２，６９２ ５６９ ９９３ ９４１ １３，１２８ ４．２５

割合（％） １２．３ １．０ １０．８ ３．８ ２５．１ ７．４ ２０．５ ４．３ ７．６ ７．２ １００．０

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師（人）
（％は対看護職員）

夜勤専門看護師の有無
（％は対病棟）性格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護職員計

① ３交替（正循環） ４９３ １９，６５３ １３，６０３ ３５７ １８ １３，９７８ １５，８３３ ２１ ０．２ １３ ２．６
② ３交替（正循環以外） ８４３ ３６，６５５ ２２，０６１ ９１４ ２４ ２２，９９９ ２６，９１７ ３２２ １．４ １０８ １２．８
①と②の合計 １，３３６ ５６，３０８ ３６，９７７ ４２，７５０ ３４３ １２１

割合 ５２．２ ５３．９ ５１．０ ５１．６ ０．９ ９．１
③ 混合
（３交替・２交替） ２２１ ９，７８３ ６，４４３ ３２５ ２７ ６，７９５ ７，６８０ １２５ １．８ ６０ ２７．１

割合（％） ８．６ ９．４ ９．４ ９．３ １．８ ２７．１
④２交替
（拘束１６時間未満） ４７４ １７，９４４ １３，３７０ ２６６ １１５ １３，７５１ １５，２１２ １２７ ０．９ ７８ １６．５

⑤２交替
（拘束１６時間以上） ５２８ ２０，３９７ １４，３３０ ６０６ ２５ １４，９６１ １７，１４６ １４４ １．０ ９５ １８．０

④と⑤の合計 １，００２ ３８，３４１ ２８，７１２ ３２，３５８ ２７１ １７３
割合（％） ３９．２ ３６．７ ３９．６ ３９．１ ０．９ １７．３
合計／平均 ２，５５９ １０４，４３２ ６９，８０７ ２，４６８ ２０９ ７２，４８４ ８２，７８８ ７３９ １．０ ３５４ １３．８

実施資料Ⅲ Ⅳ

２交替看護職員の経年推移

２交替制の割合

２交替制の１６時間以上の経年推移
（％）

２交替１６時間以上・未満の夜勤回数

医療労働 ２７



Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

（％）

３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ５１６ ４２９ ９４５ ５４．６ ４５．４
全厚労 １３７ ２２６ ３６３ ３７．７ ６２．３
全日赤 ８５ １３１ ２１６ ３９．４ ６０．６
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ １１ １５ ２６．７ ７３．３
全労災 ２００ ２００ １００．０
国共病組 ２ １５ １７ １１．８ ８８．２
公的病院 ２４ １８ ４２ ５７．１ ４２．９
自治体 ２０１ ９９ ３００ ６７．０ ３３．０
大学 ５１ １６１ ２１２ ２４．１ ７５．９
民医連・医療生協 ２１７ ８０ ２９７ ７３．１ ２６．９
地場一般病院 ６３ ３３ ９６ ６５．６ ３４．４
地場精神病院 ５７ ２０ ７７ ７４．０ ２６．０

合計 １，５５７ １，２２３ ２，７８０ ５６．０ ４４．０

（％）

病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 １０１ ６６ １６７ ６０．５ ３９．５

１０～１９床 ７９ ８３ １６２ ４８．８ ５１．２
２０～２９床 ６９ ８２ １５１ ４５．７ ５４．３
３０～３９床 １０６ １１０ ２１６ ４９．１ ５０．９
４０～４９床 ４６２ ４２５ ８８７ ５２．１ ４７．９
５０～５９床 ５２７ ３１９ ８４６ ６２．３ ３７．７
６０～６９床 １６２ ７７ ２３９ ６７．８ ３２．２
７０床以上 １２ ４ １６ ７５．０ ２５．０

Ⅳ‐４ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

Ⅳ‐２ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数の比較

（人）
年 度 ３交替 ２交替
２０００ ２３．１ １８．１
２００１ ２２．８ １９．３
２００２ ２３．６ １８．４
２００３ ２３．４ １８．９
２００４ ２４．０ １８．５
２００５ ２３．７ １８．３
２００６ ２４．８ ２１．０
２００７ ２６．３ ２４．６
２００８ ２６．６ ２４．４
２００９ ２７．５ ２５．３
２０１０ ２９．５ ２６．５
２０１１ ３０．１ ２７．５
２０１２ ２９．５ ２９．８
２０１３ ３１．２ ３１．６
２０１４ ３３．０ ３４．１
２０１５ ３２．７ ３４．７
２０１６ ３３．３ ３５．２
２０１７ ３３．３ ３５．０
２０１８ ３３．０ ３４．０
２０１９ ３３．９ ３４．９
２０２０ ３３．４ ３６．４
２０２１ ３３．１ ３６．９

（人）
年 度 ３交替 ２交替
２０００ ２５．１ ２３．１
２００１ ２５．１ ２４．２
２００２ ２５．８ ２４．１
２００３ ２５．８ ２５．０
２００４ ２６．３ ２５．４
２００５ ２６．０ ２５．２
２００６ ２７．１ ２６．５
２００７ ２８．７ ２８．５
２００８ ２９．０ ２８．５
２００９ ２９．７ ２９．１
２０１０ ３２．５ ３１．７
２０１１ ３３．９ ３２．９
２０１２ ３３．５ ３５．３
２０１３ ３５．５ ３６．４
２０１４ ３７．５ ３９．３
２０１５ ３７．４ ３９．９
２０１６ ３８．２ ４０．３
２０１７ ３７．８ ３９．８
２０１８ ３８．０ ３８．８
２０１９ ３８．８ ３９．７
２０２０ ３８．４ ４１．２
２０２１ ３８．２ ４１．６

施設数
病棟数 病棟数

割合（％）３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態①・②） １４８ ９０４ ４１．６
２交替制のみの施設（夜勤の形態④・⑤） ７９ ６０３ ２２．２
混合施設（夜勤の形態①～⑤の混合） １２９ ４３２ ３９９ ２２１ ３６．２

合計 ３５６ １，３３６ １，００２ ２２１

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

看護職員 看護要員

病棟数

病床数

２８ 医療労働



Ⅳ‐６ ３交替・２交替別職場の区分（病棟）

病棟数
３交替 ２交替 ３交替（％）２交替（％）

職
場
の
区
分

ICU・CCU等 １６２ １４９ １０．４ １２．２
急性期一般 ６９５ ６２７ ４４．６ ５１．３
地域一般 ８７ １０１ ５．６ ８．３
地域包括ケア ６１ ４１ ３．９ ３．４
回復期リハ ４０ ４０ ２．６ ３．３
療養病棟 １０６ ５２ ６．８ ４．３
精神 １４６ ５１ ９．４ ４．２
その他 ２５４ １４６ １６．３ １１．９
無回答 ６ １６ ０．４ １．３
合計 １，５５７ １，２２３ １００．０ １００．０

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １０ ３９ ３１ １３ １０．８ ４１．９ ３３．３ １４．０
１０～１９床 ３ ２０ １９ ３０ ４．２ ２７．８ ２６．４ ４１．７
２０～２９床 １ ２８ １９ １８ １．５ ４２．４ ２８．８ ２７．３
３０～３９床 ５ ３３ ３９ ２２ ５．１ ３３．３ ３９．４ ２２．２
４０～４９床 ６ ９１ ２４１ ９３ １．４ ２１．１ ５５．９ ２１．６
５０～５９床 ６ ８５ ２８０ １３０ １．２ １７．０ ５５．９ ２５．９
６０～６９床 １ ２６ ６２ ６６ ０．６ １６．８ ４０．０ ４２．６
７０床以上 ４ １ ７ ３３．３ ８．３ ５８．３

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 １１ ４０ ３０ １２ １１．８ ４３．０ ３２．３ １２．９
１０～１９床 ３ ２０ ２１ ２９ ４．１ ２７．４ ２８．８ ３９．７
２０～２９床 １ ３１ １８ １７ １．５ ４６．３ ２６．９ ２５．４
３０～３９床 ４ ３７ ３７ ２２ ４．０ ３７．０ ３７．０ ２２．０
４０～４９床 ３ １０９ ２５７ ６１ ０．７ ２５．３ ５９．８ １４．２
５０～５９床 ３ １１７ ２８７ ９１ ０．６ ２３．５ ５７．６ １８．３
６０～６９床 １ ３６ ７０ ４８ ０．６ ２３．２ ４５．２ ３１．０
７０床以上 ４ ４ ４ ３３．３ ３３．３ ３３．３

夜勤配置人数 割 合（％）
病床数 １人 ２人 ３人 ４人以上 １人 ２人 ３人 ４人以上
１～９床 ７ ２５ １６ １４ １１．３ ４０．３ ２５．８ ２２．６
１０～１９床 １９ １９ ４０ ２４．４ ２４．４ ５１．３
２０～２９床 １６ ２５ ３４ ２１．３ ３３．３ ４５．３
３０～３９床 １ １８ ４９ ３１ １．０ １８．２ ４９．５ ３１．３
４０～４９床 １ ４７ ２１４ １２０ ０．３ １２．３ ５６．０ ３１．４
５０～５９床 ２ ２０ １４６ １１５ ０．７ ７．１ ５１．６ ４０．６
６０～６９床 ９ ２５ ２９ １４．３ ３９．７ ４６．０
７０床以上 １ １ ５０．０ ５０．０

Ⅳ‐７ 夜勤体制別病床数による夜勤配置人数

実施資料 Ⅳ

準夜

深夜

２交替

医療労働 ２９



Ａ：看護要員に占める看護職員の割合
Ｂ：看護要員に占める看護職員以外の割合
Ｃ：看護職員に占める臨時・パートおよび派遣等の

割合
Ｄ：看護職員以外に占める臨時・パートおよび派遣

等の割合
Ｅ：看護職員に占める夜勤に入った人の割合
Ｆ：看護職員以外に占める夜勤に入った人の割合

Ⅴ‐１ 外来の夜勤職場数と形態

看護要員
看護職員 看護職員以外

夜勤要員 夜勤看護
要員以外夜勤形態 職場数 割合（％） 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計

①３交替（正循環） １１ ８．９ ４００ ３２２ ７０ ３９２ ２ ６ ８ ２２９
②３交替（正循環以外） ２２ １７．９ １，２１７ ７５５ ２３６ ９９１ ６２ １０４ ６０ ２２６ ３８０ ６
③混合（３交替・２交替） ５ ４．１ １３５ １０９ １８ １２７ ８ ８ ７９ １
④２交替（拘束１６時間未満） １５ １２．２ ７２０ ４９９ １３７ ６３６ １３ ６６ ５ ８４ ３７１
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３７ ３０．１ １，８８２ １，０４４ ６４０ ４ １，６８８ １６ １３３ ４５ １９４ ６３６ ２３
⑥当直・２交替 ４ ３．３ １９９ ９３ ５９ １５２ ６ ３９ ２ ４７ ７５
⑦当直 ２９ ２３．６ ８２８ ４６０ ２５０ ７１０ ６６ ４４ ８ １１８ ２５７

合計 １２３ １００．０ ５，３８１ ３，２８２ １，４１０ ４ ４，６９６ １６５ ４００ １２０ ６８５ ２，０２７ ３０

夜勤形態 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
①３交替（正循環） ９８．０ ２．０ １７．９ ７５．０ ５８．４
②３交替（正循環以外） ８１．４ １８．６ ２３．８ ７２．６ ３８．３ ２．７
③混合（３交替・２交替） ９４．１ ５．９ １４．２ １００．０ ６２．２ １２．５
④２交替（拘束１６時間未満） ８８．３ １１．７ ２１．５ ８４．５ ５８．３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ８９．７ １０．３ ３８．２ ９１．８ ３７．７ １１．９
⑥当直・２交替 ７６．４ ２３．６ ３８．８ ８７．２ ４９．３
⑦当直 ８５．７ １４．３ ３５．２ ４４．１ ３６．２

合計 ８７．３ １２．７ ３０．１ ７５．９ ４３．２ ４．４

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

回数 人数 割合（％）
３回以内 ３９９ ６４．１
３．５～４回 １３２ ２１．２
４．５～５回 ３７ ５．９
５．５回以上 ５４ ８．７
４回以内 ５３１ ８５．４
合計 ６２２ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 １６７ ４５．３
３．５～４回 １０７ ２９．０
４．５～５回 ８１ ２２．０
５．５回以上 １４ ３．８
４回以内 ２７４ ７４．３
合計 ３６９ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ５２ ９２．９
３．５～４回 ３ ５．４
４．５～５回 １ １．８
５．５回以上
４回以内 ５５ ９８．２
合計 ５６ １００．０

回数 人数 割合（％）
３回以内 ２４５ ８９．１
３．５～４回 ２６ ９．５
４．５～５回 ３ １．１
５．５回以上 １ ０．４
４回以内 ２７１ ９８．５
合計 ２７５ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ９９ ３７．２
７日 １５ ５．６
８日 ８２ ３０．８
９日 ４３ １６．２

１０日以上 ２７ １０．２
８日以内 １９６ ７３．７
合計 ２６６ １００．０

日数 人数 割合（％）
６日以内 ２１６ ５６．０
７日 ３７ ９．６
８日 ６２ １６．１
９日 ４１ １０．６

１０日以上 ３０ ７．８
８日以内 ３１５ ８１．６
合計 ３８６ １００．０

日数 人数 割合（％） 回数 人数 割合（％）
６日以内 ４２ ５０．６ ３回以内 １５ ７８．９
７日 １ １．２ ３．５～４回 ４ ２１．１
８日 ９ １０．８ ４．５～５回
９日 ２５ ３０．１ ５．５回以上

１０日以上 ６ ７．２ ４回以内 １９ １００．０
８日以内 ５２ ６２．７ 合計 １９ １００．０
合計 ８３ １００．０

（人）

（％）

①３交替（正循環） ②３交替（正循環以外） ③混合（３交替・２交替）

④２交替（拘束１６時間未満） ⑤２交替（拘束１６時間以上）⑥当直・２交替 ⑦当直

３０ 医療労働



Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数

夜勤形態 職場数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
①３交替（正循環） １１ ２６６ ７．０９
②３交替（正循環以外） ２２ ３８６ ６．２６
③混合（３交替・２交替） ５ １０２ ５．８６
④２交替（拘束１６時間未満） １５ ３６９ ３．４０
⑤２交替（拘束１６時間以上） ３７ ６２２ ３．２０
⑥当直・２交替 ４ ５６ ３．１１
⑦当直 ２９ ２７５ ４．６１

Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
８ １３ ６ ７ ３ ３７

２１．６％ ３５．１％ １６．２％ １８．９％ ８．１％

深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１４ １０ ８ ４ ３６

３８．９％ ２７．８％ ２２．２％ １１．１％

夜勤人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
１１ ２７ ６ ２ ２ ４８

２２．９％ ５６．２％ １２．５％ ４．２％ ４．２％

当直人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 合計
２０ ７ １ ２８

７１．４％ ２５．０％ ３．６％

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環） ３ ７．０
②３交替（正循環以外） ２ ４．７
③混合（３交替・２交替） ３ ７．０
④２交替（拘束１６時間未満） ７ １６．３
⑤２交替（拘束１６時間以上） ９ ２０．９
⑥当直・２交替 ２ ４．７
⑦当直 １７ ３９．５

合計 ４３ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合（％）
①３交替（正循環）
②３交替（正循環以外）
③混合（３交替・２交替）
④２交替（拘束１６時間未満） １ ２５．０
⑤２交替（拘束１６時間以上） １ ２５．０
⑥当直・２交替
⑦当直 ２ ５０．０

合計 ４ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

実施資料 Ⅴ

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制

医療労働 ３１



施設数 平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上

全医労 ６９ ３６３ ３３７ ２ ６ ２０ ２２ １０ ６ ３
全厚労 ４６ ３０５ ２８０ ７ ８ １４ ５ ８ ２ ２
全日赤 １３ ４９５ ４６６ ２ ４ ２ １ ３ １
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ ２２６ １８８ ２ １ １
全労災 ２２ ４００ ３７１ ３ ３ ８ ４ １ ３
国共病組 ２ ３４６ ３４６ １ １
公的病院 ５ ２８８ ２５８ ２ １ １ １
自治体 ３７ ３１７ ２８１ ５ ８ ８ ６ ５ ２ ３
大学 ９ ９０３ ８７０ １ １ ７
民医連・医療生協 ５８ １８７ １７９ １４ ２５ ８ ９ ２
地場一般病院 １２ ２４４ ２２６ ４ ４ １ １ １ １
地場精神病院 １０ ３３４ ３０９ ３ ２ ２ ２ １

９９床以下 １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～５９９ ６００～６９９ ７００～７９９ ８００～８９９ ９００床以上 全施設平均
許可病床数 ２６ ６４ ５５ ８２ ５１ ２２ １５ ４ １ ７ ３３１
稼働病床数 ３４ ５９ ６２ ５９ ３５ １５ １３ ２ ２ ６ ３０５

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

Ⅵ‐２ 職場の区分（基礎項目）

ICU・
CCU等

急性期
一般 地域一般 地域包括

ケア
回復期
リハ 療養病棟 精神 その他 無回答

全医労 ８５ ２６５ １２１ １３ １２ ８０ ６２ ２００ ４
全厚労 ４８ １９５ ５ １９ １２ １６ ８ ３５
全日赤 ２８ １２８ ５ １ ３ ３ ２５ ４
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ １ ６
全労災 ２４ １４４ ８ １０ １４
国共病組 ３ １３ １
公的病院 ５ １５ １ ２ ３ ２ ３ ６
自治体 ３４ １５６ ２７ ７ ６ ５ ２２ １９
大学 ４１ １４７ １ １ ８ ４ ９
民医連・医療生協 １８ ９８ １４ ３３ ３６ ２６ １１ ４４ １
地場一般病院 ６ ４３ １ ２ ５ １２ ４ ９
地場精神病院 ５ ６２ １

合計 ２９２ １，２１１ １７７ ９３ ７６ １４９ １８０ ３６１ ２４
割合（記載なしを除く） １１．５％ ４７．７％ ７．０％ ３．７％ ３．０％ ５．９％ ７．１％ １４．２％

組合性格別稼働病床数の割合

組合性格別

３２ 医療労働



Ⅵ‐４ 夜勤協定の有無（基礎項目）

有 無 無回答 有の割合（％）
全医労 ４１ ４５ １８ ３９．４
全厚労 ３５ １４ ４ ６６．０
全日赤 ８ ７ ３ ４４．４
全ＪＣＨＯ病院労組 ３ １
全労災 ２１ １ ９５．５
国共病組 １ １ ５０．０
公的病院 ２ ４ ３３．３
自治体 ２５ １４ １ ６２．５
大学 ４ ６ ４０．０
民医連・医療生協 ５６ ３ １ ９３．３
地場一般病院 ５ １０ １ ３１．２
地場精神病院 １１ ２ ８４．６

合計 ２０９ １０９ ３０
割合（％） ６５．７ ３４．３

Ⅵ‐５ 夜勤協定の日数（基礎項目）

３交替 ２交替
８日以内 ９日以内 １０日以内 １１日以上 ４回以内 ５回以内 ６回以内 ７回以上

全医労 ３８ ２０
全厚労 ２７ １ １ １５ ２ １
全日赤 ４ ２ １ １
全労災 ２１ １
国共病組 １ １
公的病院 ２ １
自治体 １８ ２ ４ ４ ４
大学 ３ ２
民医連・医療生協 ３８ ５ ２ １６ ９ １
地場一般病院 ４
地場精神病院 ８ ２ １ １ １

合計 １６４ １２ ８ ６１ １５ ２ ３

Ⅵ‐３ シフトの数

夜勤の形態 最大シ
フト数

最少シ
フト数

平 均
（回）

①３交替（正循環） １８ ２ ３．８４
②３交替（正循環以外） １９ ２ ４．５７
③混合（３交替・２交替） ６６ ３ ６．７７
④２交替（拘束１６時間未満） ２２ ２ ４．９９
⑤２交替（拘束１６時間以上） １５ １ ３．４５
⑥当直・２交替 ３ ２ ２．７５
⑦当直 １１ １ ３．１０

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０ ２５１ ４４ ７０ ３０ １１ １ ０ ２
②３交替（正循環以外） ０ １９８ １３８ ２７８ ４７ １５ ９ ３ １４
③混合（３交替・２交替） ０ １１ ４６ ６１ ３２ １２ １１ ２ １２
④２交替（拘束１６時間未満） ３９ ７１ ８９ ５８ ５０ １４ １８ ３ ２０
⑤２交替（拘束１６時間以上） １３９ １１２ １７９ ４４ １３ ２ ３ １ ３
⑥当直・２交替 １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
⑦当直 １４ ５ ４ １ １ ０ ０ １ １

夜勤の形態／シフトの数 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０個以上
①３交替（正循環） ０．０ ６１．４ １０．８ １７．１ ７．３ ２．７ ０．２ ０．０ ０．５
②３交替（正循環以外） ０．０ ２８．２ １９．７ ３９．６ ６．７ ２．１ １．３ ０．４ ２．０
③混合（３交替・２交替） ０．０ ５．９ ２４．６ ３２．６ １７．１ ６．４ ５．９ １．１ ６．４
④２交替（拘束１６時間未満） １０．８ １９．６ ２４．６ １６．０ １３．８ ３．９ ５．０ ０．８ ５．５
⑤２交替（拘束１６時間以上） ２８．０ ２２．６ ３６．１ ８．９ ２．６ ０．４ ０．６ ０．２ ０．６
⑥当直・２交替 ２５．０ ７５．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
⑦当直 ５１．９ １８．５ １４．８ ３．７ ３．７ ０．０ ０．０ ３．７ ３．７

実施資料 Ⅵ
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Ⅵ‐９ 勤務間隔は１２時間以上あるか
（基礎項目）

施設数 割合（％）
有 １２９ ４６．７
無 １４７ ５３．３

Ⅵ‐６ 職員総数と病院１００床当たり人数（基礎項目）

病院１００床当たり人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外 看護職員 看護職員以外

全医労 １０６ ２３，２３３ ２９，０１６ ５，０１５ １２４．９ ２１．６ ５２．０ ９．０
全厚労 ５４ １２，８６４ １５，０７０ ２，９９５ １１７．１ ２３．３ ５６．２ １１．２
全日赤 １８ ６，０５２ ７，３８８ ３，２０３ １２２．１ ５２．９ ４７．７ ２０．７
全ＪＣＨＯ病院労組 ４ ７５１ ４７７ ３２５ ６３．５ ４３．３ ４５．４ ３１．０
全労災 ２３ ８，１６４ ８，４３２ １，７８８ １０３．３ ２１．９ ５３．２ １１．３
国共病組 ２ ６９３ ７９４ ２８８ １１４．６ ４１．６ ４９．９ １８．１
公的病院 ６ １，２８８ １，５４３ ２１２ １１９．８ １６．５ ５４．９ ７．５
自治体 ４０ １０，３９９ １２，２７９ ３，４０５ １１８．１ ３２．７ ５２．８ １４．６
大学 １０ ７，８２６ ９，６３４ ７０２ １２３．１ ９．０ ５７．４ ４．２
民医連・医療生協 ６５ １０，３７６ ９，１１２ ２，９４９ ８７．８ ２８．４ ４９．６ １６．０
地場一般病院 １６ ２，７１０ ２，３３５ ８４３ ８６．２ ３１．１ ４８．４ １７．５
地場精神病院 １３ ３，０９３ １，５６６ ５７８ ５０．６ １８．７ ４４．２ １６．３

合計 ３５７ ８７，４４８ ９７，６４６ ２２，３０３ １１１．７ ２５．５ ５２．５ １２．０

看護職員 看護職員以外 看護要員 夜勤に入った人数

総
数
人
員（
人
）

総数 ９７，６４６ ２２，３０３ １１９，９４９ ６６，１８８

妊娠者数 １，３３６ １０６ １，４４２ ２６５
産休者数 １，１５７ ８１ １，２３８
育休者数 ３，３８４ ２６６ ３，６５０
育児短時間取得数 ３，６４６ １８９ ３，８３５ ７８９
介護休業取得数 ５９ ２４ ８３
長期の病欠者数 ６１８ ６８ ６８６

総
数
人
員

と
の
割
合（
％
）

妊娠者数 １．４ ０．５ １．２ ０．４
産休者数 １．２ ０．４ １．０
育休者数 ３．５ １．２ ３．０
育児短時間取得数 ３．７ ０．８ ３．２ １．２
介護休業取得数 ０．１ ０．１ ０．１
長期の病欠者数 ０．６ ０．３ ０．６

Ⅵ‐７ 看護職員の妊産婦数・休業者数等
（基礎項目）

Ⅵ‐８ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）
８時間未満 １１５ ４１．７

８時間以上１２時間未満 ３２ １１．６
１２時間以上１６時間未満 １１９ ４３．１

１６時間以上 １０ ３．６

（人） （％）

（平均）

３４ 医療労働



施設数 ８時間未満 １２時間未満 １６時間未満 １６時間以上

全医労 ７ ３ ３ １

全厚労 ５ ２ １ ２

全日赤 ２ １ １

全労災 １ １

公的病院 １ １

自治体 ２ ２

大学 １ １

民医連・医療生協 ２０ ２ １５ ３

地場一般病院 １ １

地場精神病院 ２ １ １

Ⅵ‐１２ インターバル協定の勤務間隔の組合性格別（基礎項目）

Ⅵ‐１０ インターバル協定の有無
（基礎項目）

施設数 割合（％）

有 ４２ １４．５

無 ２４７ ８５．５

Ⅵ‐１１ インターバル協定の勤務間隔
（基礎項目）

施設数 割合（％）

８時間未満 ３ ７．３

１２時間未満 ６ １４．６

１６時間未満 ２４ ５８．５

１６時間以上 ８ １９．５

実施資料 Ⅵ
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